
地
方
に
お
け
る
官
営
市

こ
う
し
た
首
都

[

訳
者
注
―
―
洛
陽
と
長
安]
に
お
け
る
市
制
が
た

い
へ
ん
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
、

地
方
の
州
県
市
が
あ
る
。
唐
初
の
行
政
法
に
よ
る
と
、
極
小
の
県
を
除

く
す
べ
て
の
州
県
と
都
督
府
で
は
、
官
営
市
を
維
持
・
管
理
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
加
藤
繁
氏
は
、
市
に
か
ん
す
る
古
典
的
研
究
で
、

全
地
域
の
州
県
に
市
が
あ
っ
た
論
拠
を
数
多
く
あ
つ
め
て
い
る

(
)���

。
地
方

の
い
く
つ
か
の
大
都
市
は
、[

肩
書
き
的
に
は]

州
や
都
督
府
に
す
ぎ

な
い
も
の
の
、
地
方
の
主
要
都
市
で
あ
っ
て
、
二
つ
以
上
の
官
営
市
を

有
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
域
の
経
済
的
中
心
地
で

あ
る
揚
州
や

(
)���

、
四
川
の
地
域
的
中
心
地
で
あ
る
成
都
の
ご
と
く
で
あ
る

(
)���

。

唐
末
に
は
す
で
に
も
っ
と
も
経
済
的
に
進
ん
だ
地
域
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
た
揚
子
江
デ
ル
タ
で
は
、
一
、
二
の
県
さ
え
も
二
市
を
備
え
て
い

た

(
)���

。
だ
が
ふ
つ
う
は
行
政
都
市
ご
と
に
官
営
市
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と

お
も
わ
れ
る
。
前
掲
の
公
認
さ
れ
た
市
は
、
州
治
か
県
治
以
外
で
の
開

設
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

州
県
の
市
は
ふ
つ
う
城
壁
内
に
あ
っ
た
。
お
お
く
の
唐
代
の
都
市
、

少
な
く
と
も
そ
の
巨
大
な
都
市
は
、
城
壁
で
か
こ
ま
れ
、
市
場
も
壁
で

か
こ
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
条
坊
制
の
コ
ア
を
形
成
し
て
い
た
。
い
く

つ
か
の
県
市
の
規
格
に
か
ん
す
る
史
料
が
あ
り
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
小

さ
く
、
半
エ
ー
カ
ー

[

約
二
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル]

未
満
で
あ
る

(
)���

。

こ
う
し
た
小
市
は
決
し
て
、
首
都
の
市
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
小
市
の
規
格
が
明
確
に
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、

長
引
く
旱
魃
を
治
め
る
た
め
に
風
水
原
理
に
も
と
づ
い
て
小
市
が
し
き

り
に
移
動
さ
せ
ら
れ
て
い
た
点
か
ら
わ
か
る
。
文
宗
は
と
く
に
こ
れ
に

夢
中
で
、
八
三
〇
年
代
に
は
少
な
く
と
も
三
回
こ
れ
を
命
じ
て
い
る

(
)���

。
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唐
代
の
市
場
シ
ス
テ
ム

(

下)

デ
ニ
ス
・
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト

(

柿
沼
陽
平
監
訳
、
鮫
島
玄
樹
訳)



だ
が
市
は
、
し
ば
し
ば
城
壁
外
で
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
た
。
と

く
に
南
方
に
は
城
壁
な
き
県
治
が
少
な
く
な
か
っ
た

(
)���

。
最
後
に
、
官
営

市
な
き
小
県
も
、
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
官
営
市
が
お
か
れ
た
と
こ
ろ
は
、
首
都
の
大
市
と
い
く
ら

か
似
た
か
た
ち
に
組
織
化
さ
れ
て
い
た
。
市
に
は
市
令
が
お
り
、
彼
は

都
督
府
や
高
位
の
州
に
お
い
て
は
従
九
品
上
の
役
人
で
あ
っ
た
。
だ
が

そ
の
ほ
か
に
、
属
吏
も
ふ
く
む
特
別
な
被
雇
用
者
の
人
数
は
、
州
や
県

の
地
位
、
つ
ま
り
は
そ
の
人
口
に
お
う
じ
て
、
下
図
に
し
め
す
ご
と
く

変
化
し
た

(
)���

。

市
令
が
は
じ
め
て
そ
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
は
隋
代
で
あ
っ
た
が
、

類
似
の
官
職
は
漢
初
か
ら
あ
り
、
当
時
は
市
長
が
郡
国
ご
と
に
任
命
さ

れ
た
。
唐
は
こ
の
制
度
を
さ
ら
に
重
要
視
し
、
登
録
人
口
が
四
万
戸
以

上
の
行
政
単
位
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
が
市
令
を
任
命
す
る
と
の
ル
ー

ル
を
つ
く
っ
た

(
)���

。
当
該
制
度
は
六
四
三
年
に
廃
止
さ
れ
、
六
八
五
年
に

復
活
し
た
よ
う
で
あ
る

(
)���

。
小
さ
な
州
県
の
市
令
は
、
州
に
よ
っ
て
選
ば

れ
、
四
年
勤
め
た
の
ち
転
任
し
た
。
彼
ら
は
、
退
役
軍
人
た
る
勲
官
の

五
品
以
上
か
、
下
位
の
役
人
か
ら
選
ば
れ
た
。
市
場
で
働
く
者
を
そ
の

州
の
市
令
に
す
る
の
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
県
市
で
は
、
当
該
県
出
身

者
を
そ
の
市
令
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た

(
)���

。
倉
庫
の
管
理
官

(

倉
督)

も
同
様
の
基
準
で
選
ば
れ
、｢

数
世
代
に
わ
た
っ
て
影
響
力
を

有
し
て
き
た
家
族｣

か
ら
選
ば
れ
た

(
)���

。
市
令
と
彼
の
副
官
・
補
佐
官
は
、

市
の
店
鋪
に
お
け
る
商
業
の
管
理
を
行
な
い
、
悪
事
や
法
律
違
反
を
防

い
で
、
全
体
的
に
市
を
管
理
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
倉
督
は
、
お
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行政単位
人口 (戸数)

730年以降
市令 丞 作 史 壁師 倉督 史

都督府

大都督府 1 (従九品上) 1 1 2 3 2 4a

中都督府 1 (従九品上) 1 1 2 3 2 4

下都督府 1 (従九品上) 1 1 2 2 2 3

州

上州 40,000以上 1 (従九品上) 1 1 2 3b 2 4c

中州 40,000以上 1 1 1d 2 2 2 3e

下州 20,000未満 1 1 1 2 1 2 f

県

大都市 1 1 1 2

上県 6,000以上 1 1 1 2g 2h

中県 3,000以上 1 1 1 2 i 1

中下県 1,000以上 1 1 1 2 j

下県 1,000未満 1 1 2



そ
ら
く
政
府
の
穀
物
・
商
品
の
収
支
を
完
全
に
管
理
し
て
い
た

(
)���

。｢

師｣

(
も
し
く
は

｢

帥｣

に
作
る
こ
と
が
あ
る)

は
、
お
そ
ら
く
敦
煌
文
書

の

｢
壁
師｣

と
同
じ
も
の
で

(
)����

、
さ
ま
ざ
ま
な

｢

行｣

の
行
動
を
入
念
に

調
査
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る

(
)���

。
副
官
・
補
佐
官
・
事
務
員
な
ど
は
、

お
そ
ら
く
特
定
業
務
に
従
事
す
る
強
制
労
働
者

(

色
役)

で
あ
ろ
う
。

市
令
は
、
首
都
の
そ
れ
と
同
様
の
一
般
的
規
則
に
従
い
、
同
様
の
機

能
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
官
衙
は
、
県
の
衙
門
を
の
ぞ
い
て
唯
一
の

地
方
機
関
で
あ
り
、
そ
こ
は
罪
人
を
最
初
に
裁
く
場
所
で
あ
り
、
県
と

同
等
の
即
決
裁
判
権
を
有
し
て
い
た

(
)����

。
適
切
な
時
間
に
市
を
開
閉
し
、

夜
間
外
出
禁
止
令
を
維
持
し
、
基
準
価
格
を
保
ち
、
不
公
平
な
交
易
の

実
行
を
防
ぎ
、
全
般
的
に
監
視
を
行
い
、
外
国
人
商
人
を
管
理
し
、
売

上
高
を
記
録
す
る
等
々
は
、
す
べ
て
各
地
方
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。

少
な
く
と
も
重
要
拠
点
の
市
は
、
首
都
の
よ
う
に

｢
行｣

ご
と
に
組
織

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
長
安
よ
り
少
な
く
、
専
門
性
も
低
か
っ
た

で
あ
ろ
う

(
)���

。

地
域
の
官
営
市
は
、
そ
の
規
模
と
経
済
的
機
能
に
お
い
て
、
首
都
の

そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。
も
っ
と
も
巨
大
な
の
は
、
揚
州
・
成
都
・�
州
の
よ
う
な

数
十
万
人
を
擁
す
る
大
地
方
都
市
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
重
要

な
交
通
拠
点
で
あ
り
、
豊
か
で
生
産
的
な
地
域
の
商
業
的
中
心
地
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
市
は
、
地
域
的
な
交
易
拠
点
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
地

方
産
業
の
生
産
物
が
商
人
を
つ
う
じ
て
遠
く
幅
広
く
販
売
さ
れ
る
市
場

で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
金
銀
の
工
人
ら
が

｢

銀
行
の
前
身｣

、
預

金
業
者
、
そ
し
て
金
貸
し
と
し
て
、
信
用
貸
付
を
す
る
機
能
や
、
大
金

を
遠
く
ま
で
安
全
に
輸
送
す
る
手
段
を
提
供
す
る
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の

拠
点
で
も
あ
っ
た

(
)���

。
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
大
都
市
で
の
有
益

な
交
易
機
会
は
、
多
く
の
有
力
な
官
吏
を
惹
き
つ
け
、
彼
ら
は
公
的
軍

事
資
金
を
商
売
に
投
資
し
た

(
)���

。
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
の
都
市
に
は
長
安

や
洛
陽
の
よ
う
に
、
か
な
り
多
く
の
外
国
人
商
人
共
同
体
が
あ
っ
た

(
)���

。

[

以
上
と
は
異
な
る
別
の]

第
二
の
都
市
群
は
、
海
外
交
易
の
一
大

拠
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
広
東
・
ハ
ノ

イ

(

交
州)

が
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
有
名
で
、
南
海
・
イ
ン
ド
・
ペ
ル

シ
ア
湾
と
の
海
外
交
易
の
拠
点
で
あ
っ
た

(
)���

。
こ
こ
で
の
交
易
は
、
じ
つ

に
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
の
商
人
と
の
間
で
な
さ
れ
る
も
の
で
、
大
規
模
な

在
住
外
国
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
貿
易
は
、
少
な

く
と
も
八
世
紀
か
ら
、
特
別
に
設
置
さ
れ
た
市
舶
司
を
と
お
し
て
行
な

わ
れ
た
。
市
舶
司
は
、
税
関
の
役
人
・
徴
税
人
・
帝
室
・
政
府
の
求
め

に
お
う
じ
て
、
商
品
を
公
的
に
買
い
つ
け
る
者
と
し
て
機
能
し
た

(
)���

。
九

世
紀
に
は
、
当
該
交
易
の
一
部
は
福
建
沿
岸
の
港
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た

(
)���

。
揚
州
に
も
大
量
の
海
外
交
易
が
集
中
し
、
東
南
ア
ジ

ア
・
イ
ン
ド
・
ペ
ル
シ
ア
湾
、
ま
た
朝
鮮
・
日
本
・
渤
海
国(

マ
ン
チ
ュ

リ
ア
に
あ
る)

と
い
っ
た
北
方
諸
国
と
交
易
が
行
わ
れ
た

(
)���

。
朝
鮮
船
舶

が
支
配
し
て
い
た
当
該
北
方
交
易
に
お
い
て
は
、
淮
河
の
河
口
に
位
置

す
る
徐
州
・
臨
水
や
、
山
東
省
の
登
州
も
、
多
く
の
朝
鮮
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
と
っ
て
重
要
な
港
で
あ
っ
た

(
)���

。

最
後
に
、
中
央
ア
ジ
ア
を
横
断
す
る
隊
商
の
貨
物
集
散
地
が
あ
る
。
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最
大
の
そ
れ
は
、
河
西
回
廊
南
端
に
位
置
す
る
涼
州
で
あ
る

(
)���

。
だ
が
、

有
名
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
加
え
て
ほ
か
の
道
も
あ
り
、
成
都
か
ら
チ
ベ
ッ

ト
・
ビ
ル
マ
北
部
を
通
り
、
成
都
―
荊
州
間
を
お
お
っ
て
い
た

(
)���

。
一
方
、

北
辺
の
多
く
の
都
市
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
や
中
国
東
北
部
の
遊
牧
民
と
の

交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
。
八
世
紀
初
頭
、
黄
河
が
湾
曲
す
る
オ
ル
ド
ス

の
北
岸
に
築
か
れ
た
三
つ
の
大
要
塞
都
市
は
、
い
ず
れ
も
当
該
交
易
の

拠
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
七
二
七
年
以
降
に
は
、
豊
州
付
近
の
西
受
降

城
で
、
テ
ュ
ル
ク
か
ら
馬
・
牛
を
買
う
た
め
の
専
門
市
場
が
定
期
的
に

お
か
れ
た

(
)���

。
こ
こ
で
中
国
政
府
は
毎
年
、
政
府
の
大
牧
場
や
西
北
地
域

の
種
馬
飼
育
場
向
け
に
、
毎
年

｢
数
十
万｣

疋
も
の
絹
に
よ
っ
て
馬
・

ラ
ク
ダ
・
羊
を
買
っ
た

(
)���

。
七
三
一
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
向
け
の
類
似

の
馬
市
場
が
、
青
海
湖
南
東
の
赤
嶺
に
お
か
れ
た

(
)���

。
ほ
か
に
、
四
川
の

辺
境
に
す
む
羌
人
と
の
交
易
の
た
め
の
市
が
彭
州
に
お
か
れ
た

(
)���

。
さ
ら

に
も
う
一
つ
、
南
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
の
営
州
に
も
市
が
お
か
れ
た

(
)���

。

こ
れ
ら
の
対
外
商
取
引
用
の
専
門
市
場
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
市

[

マ
ー
ケ
ッ
ト]

と
い
う
よ
り
も
、
毎
年
開
か
れ
る
馬
の
官
営
の
特
設

市

[

フ
ェ
ア]

で
あ
っ
た

(
)���

。
こ
れ
ら
は
厳
格
な
規
則
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
は
、
互
市
監
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
、

互
市
監
は
少
府
監
に
所
属
し
、
そ
の
お
も
な
仕
事
は
贅
沢
品
・
儀
礼
用

品
・
レ
ガ
リ
ア
・
武
器
を
帝
室
向
け
に
大
量
生
産
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

(
)���

。

こ
の
市
は
、
金
部
の
管
理
下
に
も
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
銭
・
布
の

税
収
を
管
理
す
る
戸
部
の
下
位
部
門
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
宮

殿
の
物
資
調
達
や
、
必
要
品
の
調
和
的
調
達

(

和
市)

、
外
国
人
相
手

の
市
場
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い
た

(
)���

。
金
部
も
、
家
畜
と
交
換
で
支

払
わ
れ
る
大
量
の
絹
布
を
供
給
す
る
た
め
、
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
互
市
監
は
、
馬
だ
け
で
な
く
、
ラ
ク
ダ
・
ロ
バ
・
牛
も
買

い
入
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
の

｢

監｣

は
、
か
な
り
高
位

(

従
六
品
下)

で
、
彼
の
も
と
に
は
二
人
の

｢

丞｣
(

正
八
品
下)

が
い
た
。
ほ
か
に

も
属
吏
の

｢

録
事｣

が
一
人
と
、
二
人
の

｢

府｣

、
四
人
の

｢

史｣

、
四

人
の

｢

價
人｣

、
八
人
の

｢

掌
固｣

が
い
た

(
)���

。
こ
う
し
た
武
装
し
て
好

戦
的
な
部
族
民
を
相
手
に
す
る
市
は
、
厳
重
に
防
備
さ
れ
た
要
塞
の
中

で
開
催
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
さ
ら
に
五
〇
人
の
特
別
な

｢

衛
士｣

が
万
が
一
に
備
え
て
各
市
に
配
備
さ
れ
て
い
た

(
)���

。
こ
れ
ら
の
市
で
は

｢

牙
郎｣

や
通
訳
も
雇
っ
て
お
り
、
安
禄
山
が
こ
の
仕
事
か
ら
キ
ャ
リ

ア
を
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(
)���

。

理
論
上
、
少
な
く
と
も
部
族
民
と
の
商
取
引
は
す
べ
て
、
官
吏
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
。｢

金
部
格｣

に
は

｢

民
に
は
、
彼
ら
と
自
由
に
や
り

と
り
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い

(

勿
令
百
姓
與
往
還)｣

と
あ
る

(
)���

。
こ
う

し
た
市
は
永
久
的
な
も
の
で
は
な
く
、
市
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
毎

年
開
催
さ
れ
る
家
畜
の
特
設
市
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。｢

関
市
令｣

に

は
こ
う
あ
る

(
)���

。

外
国
人
や
辺
境
の
人
々
と
互
市
を
す
る
と
き
は
、
互
官
司
が
注

意
深
く
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
の
四
面
に
は
溝
を
掘
り
、

編
ん
だ
囲
い

(

あ
る
い
は
臨
時
の
小
屋)

を
建
て
る
。
門
に
は
守

衛
を
配
置
し
、
市
が
開
か
れ
る
日
の
卯
の
刻

(

午
前
五
時
か
ら
七

時)

か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
商
品
を
運
び
、
も
し
く
は
家
畜
を
率
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い
て
市
所
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
吏
ら
は
ま
ず
外
国
人

と
と
も
に
商
品
の
値
段
を
決
め
、
そ
の
あ
と
に
交
易
を
始
め
て
よ

い
(�

外
蕃
與�
邊
互
市
、
皆
令
互
官
司
檢
校
。
其
市
四
面
穿�
、

及
立
籬
院
。
遣
人
守
門
、
市
易
之
日
卯
後
各
將
貨
物
畜
産
、
倶
赴

市
所
。
官
司
先
與
蕃
人
對
定
物
價
、
然
後
交
易)

。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
国
境
地
帯
の
市
で
交
換
し
て
は
な
ら
な
い
商
品
や
、

辺
境
の
税
関
を
超
え
た
商
品
に
関
す
る
、
た
い
へ
ん
き
び
し
い
規
則
が

あ
っ
た
。
律
で
は
、
私
人
が
絹
・
麻
と
い
っ
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
織
物
や
、

ヤ
ク
の
尾
・
真
珠
・
黄
金
・
銀
・
鉄
を
周
辺
民
族
と
取
引
す
る
こ
と
が

禁
じ
ら
れ
て
い
た

(
)���

。
そ
の
お
も
な
目
的
は
、
国
家
が
馬
交
易
を
独
占
し

つ
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
絹
は
と
く
に

外
国
人
が
彼
ら
の
家
畜
と
交
換
し
た
が
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
辺
地
に
お
い
て
私
的
に
馬
の
大
規
模
飼
育
を
行
な
う
者
が
い
た
こ

と
や

(
)���

、
中
国
人
商
人
の
な
か
に
辺
境
部
族
と
交
易
し
て
大
き
な
富
を
築

い
た
者
も
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
禁
令
に
は
、

ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

(
)���

。

当
時
の
辺
境
の
市
で
は
、
戦
略
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
馬
の
交
易
を

で
き
る
だ
け
独
占
す
る
試
み
が
、
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
、
海
上
交
易
を
政
府
の
き
び
し
い
管
理
下
に
あ
る
い
く
つ
か
の
場

所
に
か
ぎ
っ
て
認
め
る
こ
と
で
、
市
舶
司
の
事
業
が
そ
こ
か
ら
利
益
を

搾
り
取
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
対
外
交
易
に
た
ず
さ
わ
る
大
都
市
や
辺
境
集
落
は
、

政
府
に
地
域
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
た
ら
す
典
型
的
な
三
二
八
州
・

一
五
七
三
県
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
対
極
に
は
、
円
仁
が
山
東
南

東
部
で

｢

野
中
の
一
堆
に
似
た
り｣

と
評
し
た
よ
う
な

(
)���

、
人
が
ま
ば
ら

で
遅
れ
た
地
域
の
州
県
が
あ
り
、
そ
の
多
く
に
は
市
が
な
か
っ
た

(
)���

。
以

下
の
概
括
は
、
お
も
に
中
国
北
部
・
中
部
の
、
よ
く
耕
作
さ
れ
、
か
な

り
人
口
の
密
集
し
た
低
地
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

州
治
や
県
治
の
あ
る
都
市
は
、
本
質
的
に
政
治
的
・
行
政
的
拠
点
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
は
、
ふ
つ
う
城
壁
で
守
ら
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
州
刺
史
や
県
令
の
衙
門
と
、
そ
の
ほ
か
の
当
該
地
方
の
官
衙
が

あ
っ
た
。
県
令
は
そ
こ
か
ら
、
し
ば
し
ば
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
ほ

ど
の
大
き
さ
の
地
域
と
、
数
千
人
〜
五
万
人
以
上
の
人
び
と
を
支
配
し

て
い
た
。
現
代
の
学
者
の
な
か
に
は
、
伝
統
中
国
に
か
な
り
は
っ
き
り

と
区
別
さ
れ
た
、
集
落
・
都
市
の
行
政
的
・
経
済
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が

あ
っ
た
と
仮
定
す
る
者
も
い
る

(
)���

。
だ
が
唐
代
に
、
こ
う
し
た
区
別
を
認

め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
す
べ
て
の
県
は
事
実
上
の
行
政
的
拠
点
で

あ
る
と
と
も
に
、
ふ
つ
う
は
市
場
の
拠
点
で
も
あ
る
べ
き
だ
っ
た
。

県
が
概
し
て
重
要
な
市
場
拠
点
で
あ
っ
た
の
は
、
た
ん
に
政
府
が
そ

こ
に
官
営
市
を
設
け
る
よ
う
命
じ
た
た
め
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
の

シ
ン
プ
ル
な
経
済
的
理
由
に
も
よ
る
。
第
一
に
、
こ
う
し
た
集
落
に
は

地
域
で
も
っ
と
も
非
生
産
的
な
消
費
者
人
口
が
集
中
し
て
い
た
。
な
ぜ

な
ら
、
官
吏
や
そ
の
家
族
・
客
人
、
多
く
の
部
下
た
ち
が
県
治
に
あ
つ

ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
八
世
紀
末
の
財
政
改
革
後
で
さ

え
も
、
地
方
税
の
多
く
は
な
お
現
物
で
納
入
さ
れ
て
お
り
、
地
方
税
収

の
多
く
は
当
該
地
域
の
公
共
事
業
や
、
地
方
政
府
の
維
持
費
と
し
て
、
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州
治
や
県
治
で
支
出
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
各
地

の
余
剰
生
産
品
の
多
く
は
、
公
的
支
出
を
つ
う
じ
て
、
県
内
の
流
通
回

路
に
も
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
県
治
が
概
し
て
地
域
的
交
通
網
の
天
然

の
拠
点
に
位
置
し
た
こ
と
か
ら
、(

市
の
設
置
場
所
と
し
て)

選
ば
れ

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
交
通
網

(

道
路
・
橋
・
渡
し
場
・
渡
し
船
・

水
路)

の
維
持
・
改
善
・
規
制
は
、
地
方
官
吏
の
た
い
へ
ん
重
要
な
責

務
で
あ
っ
た

(
)���

。
そ
の
う
え
、
少
な
く
と
も
州
は
、
よ
く
組
織
化
さ
れ
、

す
ば
や
く
効
率
的
な
、
国
家
の
維
持
す
る
幹
線
道
路
・
水
路
の
ネ
ッ
ト
―

ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
駅
馬
・

宿
泊
施
設
・
旅
宿
屋
を
と
も
な
い
、
長
安
と
各
主
要
地
域
を
む
す
ん
で

い
た

(
)���

。
よ
っ
て
、
州
治
や
県
治
は
ふ
つ
う
、
地
域
生
産
物
の
天
然
の
集

散
拠
点
で
あ
り
、
地
域
生
産
物
が
地
域
間
交
易
の
パ
タ
ー
ン
に
入
っ
て

ゆ
く
天
然
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
。

公
的
に
管
理
さ
れ
た
州
市
や
県
市
と
、
そ
れ
ら
と
つ
な
が
る
複
雑
な

商
業
組
織
は
、
し
た
が
っ
て
、
ス
キ
ナ
ー
氏
が
そ
の
現
代
中
国
の
市
場

シ
ス
テ
ム
に
か
ん
す
る
す
ば
ら
し
い
分
析
の
な
か
で

｢

中
央
市
場

(�������������)｣
と
よ
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る
市
場
拠
点
を
形
成
し

た

(
)���

。
こ
れ
ら
の
市
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
疑
問
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、

そ
の
証
拠
は
た
い
へ
ん
乏
し
い
か
、
も
し
く
は
ま
っ
た
く
不
十
分
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
が
毎
日
開
催
さ
れ
る
常
設
市
か
否
か
、
そ
の

一
部
が
定
期
市
か
否
か
も
わ
か
ら
な
い
。
加
藤
氏
は
唐
代
の
市
に
か
ん

す
る
古
典
的
研
究
の
な
か
で
、
決
ま
っ
た
時
間
に
毎
日
開
催
さ
れ
る
市

(

も
ち
ろ
ん
律
令
と
合
致
す
る
官
営
市
全
部
を
含
む
で
あ
ろ
う)

を
も

｢

定
期
市｣

と
い
う
用
語
で
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
幸

に
も
こ
の
問
題
を
不
鮮
明
に
し
て
し
ま
っ
た

(
)���

。
だ
が
加
藤
氏
が
、
ほ
と

ん
ど
の
都
市
が
決
ま
っ
た
時
間
に
の
み
開
か
れ
る
市
に
加
え
、
常
設
商

店

(

つ
ね
に
開
店
し
て
い
る)

を
有
す
る
と
し
て
い
る
点
は
、
妥
当
で

あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
大
規
模
な
都
市
に
つ
い
て
は
、
同
種
の
売
買
を

扱
う
商
人
の

｢

行｣

が
存
在
し
た
証
拠
が
あ
り
、
日
常
的
商
店

(

肆)

だ
け
で
な
く
、
倉
庫
や
卸
売
店

(

店)

へ
の
言
及
も
数
多
く
あ
る

(
)���

。

唐
代
の
市
や
交
易
に
関
す
る
史
料
は
お
お
む
ね
乏
し
く
、
多
く
は
専

門
用
語
の
用
法
が
じ
つ
に
不
精
確
な
、
同
時
代
の
短
い
故
事
に
ふ
く
ま

れ
る
付
随
的
情
報
で
あ
る
。
一
方
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
敦
煌
や
中
央

ア
ジ
ア
で
み
つ
か
っ
た
文
書
に
は
、
地
方
市
場
に
か
ん
す
る
貴
重
な
証

拠
が
あ
る

(
)���

。
当
該
文
書
は
敦
煌
沙
州
の
官
営
市
に
関
わ
る
。
こ
れ
ら
は

少
な
く
と
も
七
三
〇
年
代
に
、
市
関
連
の
公
的
規
則
が
し
っ
か
り
施
行

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
決
定
的
に
裏
づ
け
て
い
る
。
公
定
価
格
の
帳
簿
が
、

約
九
〇
の
断
片
の
か
た
ち
で
残
っ
て
お
り
、
法
令
ど
お
り
、
じ
っ
さ
い

に
市
令
が
毎
月
各
商
品
の
品
質
を
三
等
級
に
分
け
、
各
価
格
を
銭
換
算

で
固
定
し
て
い
た
こ
と
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
文
書
に
よ
れ
ば
、

地
方
政
府
の
部
署
が
商
品
を
買
っ
て
支
払
う
と
き
の
価
格
に
つ
い
て
は
、

市
署
が
そ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

(
)���

。
価
格
帳
簿
は
、
さ

ま
ざ
ま
な

｢

行｣

と
と
も
に
働
く
市
令
に
よ
っ
て
、
価
格
が
銭
換
算
で

固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の

｢

行｣

の
名
称
が
み
え

(
)���

、
敦
煌
の
市
は
大
規
模
か
つ
複
雑
で
あ
っ
た
と
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お
も
わ
れ
る
。
価
格
帳
簿
よ
り
一
〇
年
後
の
雑
徭
帳
簿
か
ら
も
追
加
の

証
拠
が
得
ら
れ
て
お
り
、
商
取
引
に
さ
い
し
て
壁
師

(

市
令
の
部
下)

が
市
令
と

｢

行｣

の
仲
介
役
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

(
)���

。
そ
の
雑

徭
帳
簿
に
見
え
る
人
び
と
は
、
敦
煌
県
の
郷
の
ひ
と
つ
に
居
住
す
る
ソ

グ
ド
人
商
人
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た

(
)����

。
彼
ら
は
、
そ
の
商
業
的

専
門
知
識
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
と
長
安
を
往
来
す
る
さ

い
に
敦
煌
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
多
く
の
外
国
人
隊
商
の
通
訳
と
し

て
も
、
雇
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
国
際
交
易
が
あ
る
が

ゆ
え
に
、
敦
煌
の
商
業
的
重
要
性
は
そ
の
極
少
の
人
口
に
は
釣
り
合
っ

て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
敦
煌
文
書
所
見
の
市
関
連
の
公
的
活
動
が
、

他
地
域
で
も
行
わ
れ
て
い
た
点
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

幸
い
に
、
著
名
な
文
人
の
劉
禹
錫

(

七
七
二
―
八
五
六
年)

が
九
世

紀
初
頭
に
し
る
し
た
、
小
都
市
の
市
に
か
ん
す
る
か
な
り
詳
細
な
記
述

が
あ
る

(
)���

。
八
〇
八
年
に
劉
禹
錫
は
、
短
命
な
順
宗
期
に
、
改
革
派
の
大

臣
王
叔
文
と
関
係
し
た
た
め
に
左
遷
さ
れ
、
湖
南
省
北
西
部
の
小
さ
な

郎
州
の
司
馬
に
降
格
さ
れ
た
。
郎
州
は
八
世
紀
に
大
規
模
灌
漑
が
一
部

完
成
し
た
た
め
に
相
当
開
発
さ
れ
て
い
た
が
、
依
然
た
い
へ
ん
未
開
拓

な
地
域
で
あ
っ
た

(
)���
。
八
〇
七
年
に
当
該
地
域
は
長
期
的
日
照
に
見
舞
わ

れ

(
)���

、
州
刺
史
の
宇
文
宿
は
最
後
の
手
段
と
し
て
、
市
を
城
壁
外
に
移
す

こ
と
を
決
め
た
。
ふ
つ
う
は
官
吏
が
市
に
入
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の

で
、
劉
禹
錫
の
記
述
は
ま
れ
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
小
地
方
都
市
の

市
に
お
け
る
鮮
や
か
な
目
撃
者
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
劉

禹
錫
レ
ベ
ル
の
人
び
と
に
と
っ
て
慣
習
的
で
あ
っ
た
交
易
や
関
係
者
へ

の
態
度
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
劉
禹
錫
の
随
筆
は
比
喩
を
駆
使

し
て
書
か
れ
て
お
り
、
文
章
そ
の
も
の
が
か
な
り
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
。

い
ち
お
う
以
下
の
よ
う
に
訳
す

(
)���

。

『

周
礼』

に
は
、
命
士
以
上
が
市
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
る
規
則

が
あ
る
。
今
日
の
視
点
か
ら
こ
れ
を
み
る
と
、
こ
れ
は
た
し
か
に

道
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

元
和
二
年

(

八
〇
七
年)

、�
南
地
域
で
は
春
か
ら
六
月
ま
で

雨
が
降
ら
ず
、
穀
物
の
恩
恵
は
今
に
も
枯
れ
果
て
よ
う
と
し
て
い

た
。
郡
守
は
深
く
民
衆
を
気
づ
か
い
、
誠
心
誠
意
雨
乞
い
を
し
た
。

地
域
の
山
川
に
あ
る
す
べ
て
の
祭
壇
を
訪
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
雨

は
降
ら
な
か
っ
た
。
つ
い
に
最
後
の
手
段
と
し
て
、
彼
は
城
門
外

の
十
字
路
に
市
を
移
し
た
。
私
自
身
は
、
城
門
の
物
見
櫓
か
ら
こ

れ
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た

(
)���

。

は
じ
め
て
市
を
移
す
命
令
が
下
さ
れ
た
日
、
市
籍
を
司
る
者
は

み
な
や
っ
て
き
て
、
道
路
の
両
側
を
は
さ
む
よ
う
に
し
て
並
ん
だ
。

彼
ら
は
、
都
市
内
の
壁
で
囲
ま
れ
た
市
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
、

左
右
の
順
序
・
前
後
の
配
列
に
し
た
が
っ
て

(

露
店
用
の)

場
所

を
な
ら
べ
た
。
榜
札
は
さ
ま
ざ
ま
な
列
や
区
の
名
を
し
め
し
、
商

品
の
値
段
や
名
前
を
し
め
し
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
外
来
の

蛮
人
が
つ
く
っ
た
商
品
も
混
じ
っ
て
い
た
。
馬
や
牛
を
つ
な
げ
て

お
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
奴
隷
用
の
檻
が
あ
っ
た
。
模
様
が
つ
い

た
絹
や
無
地
の
絹
を
入
れ
た
ハ
コ
に
は
覆
い
が
か
か
っ
て
い
た
。

机
や
一
組
の
棚
の
な
か
に
は
、
彫
刻
が
彫
ら
れ
て
漆
が
塗
ら
れ
た
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も
の
と
、
質
素
で
丈
夫
な
も
の
が
あ
っ
た
。
円
形
と
方
形
の
竹
か

ご
の
な
か
に
は
、
黒
と
白
、
優
美
な
も
の
と
頑
丈
な
も
の
が
あ
っ

た
。
食
物
を
売
る
こ
と
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
は
、
温
か
い
料
理

や
お
菓
子
を
な
ら
べ
、
よ
い
香
り
を
漂
わ
せ
て
い
た
。
酒
屋
は
酒

旗
を
掲
げ
、
明
る
い
顔
で
杯
や
鉢
を
磨
い
て
い
た
。
肉
屋
は
脂
身

を
切
る
た
め
の
ま
な
板
を
用
意
し
、
血
の
臭
い
の
立
ち
こ
め
る
な

か
、
豚
や
羊
の
肉
を
切
り
分
け
て
い
た
。
花
や
果
実
、
猟
の
獲
物

で
あ
る
鳥
や
動
物
と
い
っ
た
品
は
た
が
い
に
混
ざ
り
あ
い
、
陸
と

水
の
産
品
が
混
在
し
て
い
た
。

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
が
群
れ
を
な
し
て
や
っ
て
き
て
、
無
数
の

人
び
と
が
露
店
の
あ
い
だ
の
小
道
に
入
り

(
)���
、
そ
う
し
て
ま
た
分
か

れ
て
い
っ
た
。
あ
る
人
び
と
は
商
品
を
蓄
え
、
適
切
な
値
段
に
な

る
の
を
ま
っ
た
。
ほ
か
の
人
は
商
品
の
販
売
証
書
を
も
ち
、
売
る

こ
と
を
求
め
た
。
あ
る
人
は
利
益
を
得
る
機
会
を
つ
か
み
に
で
て

ゆ
き
、
あ
る
人
は
利
益
を
あ
げ
て
楽
し
ん
で
い
た
。
地
べ
た
に
座

り
こ
ん
で
い
る
行
商
人
は
、
へ
り
く
だ
っ
て
う
や
う
や
し
く
し
て

お
り
、
行
商
人
は
先
を
急
い
で
い
た
。

人
び
と
は
利
益
を
求
め
て
興
奮
し
て
い
る
。
貪
欲
な
目
は
瞬
き

も
し
な
い
。
契
約
に
従
事
す
る
商
人
仲
間
や
、
商
売
を
自
分
た
ち

だ
け
で
独
占
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
た
が
い
に
協
定
を
結
ん
で

価
格
を
押
し
上
げ
る
。
良
い
品
を
装
い
、
悪
賢
い
言
葉
に
よ
っ
て

も
め
ご
と
を
引
き
起
こ
す
。
悪
賢
い
手
に
よ
っ
て
公
正
な
重
量
は

失
わ
れ
る
。
微
少
な
重
量
の
差
に
つ
け
込
む
。
邪
悪
な
悪
口
が
耳

を
不
快
に
さ
せ
る
。
中
傷
や
詐
欺
が
栄
え
る
。
不
誠
実
な
ふ
る
ま

い
が
ど
こ
で
も
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
不
愉
快
な
騒
動
を
起
こ
し
、

ち
り
や
ほ
こ
り
を
巻
き
あ
げ
、
ヤ
ギ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
に
お
い
を

放
ち
、
衣
服
や
は
き
物
の
う
え
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
あ
つ
ま
っ

た
人
び
と
が
た
が
い
に
か
み
つ
き
か
じ
り
あ
い
、
市
に
く
る
の
は

異
な
っ
て
い
て
も
、
家
に
帰
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
彼
ら
は
夜
明

け
か
ら
論
争
を
は
じ
め
る
。
日
中
に
は
む
ら
が
り
、
ほ
か
の
誰
か

が
機
先
を
制
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
恐
怖
と
い
う
考
え
に
、

万
人
が
導
か
れ
て
い
る
。
商
売
が
終
わ
っ
て
家
路
に
つ
く
こ
ろ
に

は
、
太
陽
の
輝
き
は
西
に
達
す
る

(

そ
の
な
か
に
は
、(

耕
作
可

能
な)

無
人
の
地
を
探
す
人
は
ひ
と
り
も
い
な
い

(
)���)

。
す
べ
て
は
、

腐
肉
を
喰
う
犬
か
カ
ラ
ス
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
の
み
を
意
図

し
て
お
り
、
腐
っ
た
残
り
物
を
手
に
入
れ
て
喜
ん
で
い
る
。

こ
の
日
、
欄
干
に
も
た
れ
て
、
注
意
深
く
こ
れ
ら
を
観
察
し
、

彼
ら
の
利
益
と
損
失
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
も
密
接
に
相
互
依
存

し
て
い
る
の
か
と
考
え
な
が
ら
、
た
だ
ち
に
こ
の
随
筆
に
書
き
留

め
た
の
で
あ
る

(

由
命
士
巳
上
不
入
於
市
、
周
禮
有
焉
。
乃
今
觀

之
、
蓋
有
因
也
。
元
和
二
年
、�
南
不
雨
自
季
春
至
于
六
月
、
毛

澤
將
盡
。
郡
守
有
志
于
民
、
誠
信
而�
。
遂�
山
川
方
社
、
又
不

雨
。
遂
遷
市
于
城
門
之
逵
。
余
得
自
麗�
而
俯
焉
。
肇
下
令
之
日
、

布
市
籍
者
咸
至
、
夾
軌
道
而
分
次
焉
。
其
左
右
前
後
、
班�
錯�寺
、

如
在�
之
制
。
其
列
題
區
榜
、�
價
名
物
。
參
外
夷
之
貨
。
馬
牛

有�牽
。
私
屬
有
閑
。
在
巾
笥�
、
織
文
及
素
焉
。
在
几
閣�
、
彫
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�
及
質
焉
。
在
筐
筥�
、
白�
巨
細
焉
。
業
于��
、
列��

、

陳�
餌
而�
然
。
業
于
酒�
、
舉
酒
旗
、
滌�
盂
而
澤
然
。
鼓
刀

之
人
、
設�
俎
、
解
豕
羊
而
赫
然
。
華
實
之
毛
、
畋
漁
之
生
、
交

蜚
走
、
錯
水
陸
。
羣�
夥
名
、
入
隧
而
分
。�
藏
而
待
價�
。
負

挈
而
求
沽�
。
乗
射
其
時�
、
竒
贏
以
游�
。
坐
賈��
、
行
賈

遑
遑
。
利
心
中
驚
。
貪
目
不
瞬
。
於
是
質
劑
之
曹
、
較
固
之
倫
、

合
彼
此
而
騰
躍
之
。
冒
良
苦
之
巧
言
。�
量
衡
於
險
手
。
秒
忽
之

差
。
鼓
舌�倉�
。
詆
欺
相�
。
詭
態�
出
。
鼓
囂
譁
、�
煙
埃
、

奮
羶
腥
、
疊
巾�
。
囓
而
合
之
、
異
致
同
歸
。�
鳴
而
爭
赴
。
日

中
而
駢�
、
萬
足
一
心
、
恐
人
我
先
。
交
易
而
退
、
陽
光
西
徂
。

(

中
無
求
隙
地�)
爲
守
犬
・
鳥
烏
、
樂
得
腐
餘
。
是
日
、
倚
衡

而
閲
之
三
、
感
其
盈
虚
之
相
尋
也
速
、
故
著
于
篇
云)

。

第
二
節

官
営
市
場
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊

上
述
の
官
営
市
場
の
制
約
的
シ
ス
テ
ム
は
、
唐
王
朝
終
焉
以
降
も
な

お
法
的
に
有
効
で
あ
っ
た
。
だ
が
じ
っ
さ
い
に
は
、
八
世
紀
に
す
で
に

亀
裂
が
入
り
は
じ
め
て
お
り
、
九
世
紀
末
に
は
、
そ
の
最
終
的
消
失
は

不
可
避
で
あ
っ
た
。
か
か
る
展
開
の
原
因
・
影
響
は
す
で
に
序
文
で
示

唆
し
た
が
、
こ
の
時
代
の
経
済
史
を
く
わ
し
く
理
解
せ
ね
ば
、
こ
れ
以

上
先
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
も
な
物
質
的
・
制
度
的
変
化
、
つ

ま
り
す
べ
て
の
商
業
活
動
が
あ
つ
ま
り
、
き
び
し
い
公
的
監
視
下
に
置

か
れ
て
い
た
四
壁
を
も
つ
市
の
消
失
は
、
し
か
し
、
唐
末
宋
初
に
生
じ

た
中
国
都
市
の
物
質
的
形
態
の
変
化
全
体
の
一
端
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
蜂
巣
状
の
条
坊
制
や
四
壁
を
も
つ
市
場
を
ふ
く
む
、
旧
来
の

｢

細
胞
状｣

の
都
市
計
画
の
廃
止
、
そ
し
て
、
都
市
と
郊
外
の
ど
こ
で

も
交
易
・
商
業
の
で
き
る
自
由
な
道
路
計
画
の
登
場
を
と
も
な
っ
て
い

た
。
条
坊
制
の
消
失
に
と
も
な
い
、
唐
初
の
厳
格
な
夜
間
外
出
禁
止
令

と
警
備
規
則
も
少
し
ず
つ
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た

(
)���

。

唐
朝
終
焉
の
か
な
り
前
か
ら
、
長
安
で
さ
え
厳
格
な
条
坊
制
は
衰
退

し
は
じ
め
て
い
た
。
隋
か
ら
唐
初
ま
で
、
坊
内
の
小
道
で
な
く
、
主
要

道
路
に
向
け
て
門
を
開
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
は
、
最
高
位
の
官

吏
や
貴
族
の
住
宅

(

第
・
宅)

だ
け
で
あ
っ
た

(
)���

。
八
世
紀
に
な
る
と
人

び
と
が
、
坊
の
外
に
む
け
て
門
を
こ
じ
開
け
、
主
要
道
路
直
通
の
出
入

口
を
設
置
し
て
い
る
と
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

(
)���

。
そ
し
て
七
八
〇
年

代
に
は
、
内
荘
宅
使

(

首
都
の
公
的
資
産
を
司
る)

が

(
)���

、
荒
廃
・
破
壊

さ
れ
た
多
く
の
坊
の
壁
を
再
建
す
べ
く
、
職
人
の
雇
用
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る

(
)���

。
八
三
一
年
に
は
左
右
巡
使
が
、
人
び
と
が
勝
手
に
規
則
を

破
り
、
そ
れ
を
防
げ
な
い
と
訴
え
、
長
き
に
わ
た
っ
て
無
策
の
ま
ま
事

態
を
悪
化
さ
せ
た
の
ち
、
旧
来
の
規
則
を
き
び
し
く
施
行
す
る
よ
う
要

請
し
て
い
る
。
同
時
に
彼
ら
は
、
官
舎
が
で
た
ら
め
に
賃
貸
さ
れ
て
い

る
た
め
、
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
訴
え
て
い
る

(
)���

。

ほ
か
の
訴
え
も
あ
っ
た
。
長
く
つ
づ
く
悪
弊
は
、
店
舗
・
露
店
そ
の

他
を
建
て
る
人
び
と
が
広
い
公
共
道
路
を
侵
犯
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
建
築
物
の
多
く
は
、
政
府
権
力
に
反
抗
す
る
兵
士
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た

(
)���

。
こ
れ
は
、
店
舗
・
露
店
が
市
場
外
で
も
営
業
し
て
い
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た
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
ま
た
長
安
外
の
主
要
幹
線
道
路
沿
い
の
県
で
は
、

軍
隊
に
よ
る
同
種
の
悪
弊
が
少
な
く
と
も
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た

(
)���

。

交
易
は
市
場
外
だ
け
で
な
く
、
禁
止
時
間
中
に
も
行
わ
れ
た
。
八
三

一
年
の
勅
令
に
よ
れ
ば
、
長
安
で
は
夜
間
外
出
禁
止
令
が
し
っ
か
り
守

ら
れ
て
お
ら
ず
、
警
察
の
仕
事
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た

(
)���

。
ま
た
常
設

の

｢

夜
市｣

も
あ
っ
た
が
、
八
四
〇
年
に
は
閉
鎖
を
命
じ
ら
れ
た

(
)���

。
か

か
る
夜
市
は
長
安
だ
け
で
な
く
、
揚
州
・
広
東
な
ど
ほ
か
の
地
方
都
市

に
も
あ
っ
た

(
)���

。

以
上
の
悪
弊
は
お
も
に
、
臨
時
も
し
く
は
半
常
設
の
露
店
を
経
営
す

る
小
商
人
や
飲
食
物
販
売
者
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

(
)���

。
夜
間
外

出
禁
止
令
は
、
弛
緩
し
て
い
た
も
の
の
、
九
世
紀
中
頃
ま
で
は
な
お
有

効
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

(
)���

。
よ
り
深
刻
な
市
場
シ
ス
テ
ム
へ
の

違
反
は
、
市
場
外
に
専
門
的
な
商
店
区
が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
九
世
紀
に
は
、
宝
石
や
金
の
工
人
の
区
域
が
長
安
の
延
寿
坊
に

あ
り

(
)���

、
楽
器
の
市
場
は
崇
仁
坊
に
集
ま
っ
て
い
た
。
延
寿
坊
は
西
市
の

と
な
り
に
位
置
し
、
崇
仁
坊
は
東
市
の
と
な
り
の
平
康
坊
の
花
街

(

す

な
わ
ち
有
名
な
北
里)

の
と
な
り
で
あ
っ
た

(
)���

。
か
か
る
歓
楽
街
に
も
、

路
上
で
飲
食
物
を
売
る
小
露
店
だ
け
で
な
く
、
織
物
や
食
品
な
ど
を
売

る
常
設
店
が
あ
っ
た

(
)���

。
こ
う
し
た
店
主
の
一
部
は

(
)���

、
多
く
の
花
街
の
少

女
ら
と
同
じ
く

(
)���

、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
き
た
外
国
人
で
あ
っ
た
。

条
坊
制
と
そ
れ
に
統
合
さ
れ
た
官
営
市
は
、
唐
末
五
代
の
無
秩
序
を

と
お
し
て
形
態
を
悪
化
さ
せ
つ
つ
も
た
え
ず
残
存
し
、
十
一
世
紀
に
よ

う
や
く
消
滅
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
九
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、
衰
退

の
過
程
は
か
な
り
進
ん
で
い
た
。
八
五
一
年
に
、
商
業
と
輸
送
へ
の
公

的
管
理
を
回
復
す
る
一
連
の
手
段
の
一
部
と
し
て
、
勅
令
が
出
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
旧
来
の
官
営
市
関
連
の
法
律
を
あ
ら
た
め
て
施
行
し
な
お
し
、

古
く
に
設
立
さ
れ
た
市
場
施
設
を
と
も
な
う
重
要
な
交
通
拠
点
を
の
ぞ

き
、
三
千
戸
未
満
の
県
に
お
け
る
官
営
市
の
設
置
を
禁
止
し
た

(
)���

。
だ
が
、

シ
ス
テ
ム
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
の
こ
の
試
み
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
政

府
は
二
年
後
の
八
五
三
年
に
、
と
く
に
商
業
登
録
文
書
用
に
州
県
の
市

署
に
配
布
さ
れ
て
い
た
特
別
な
官
印
を
回
収
し
た

(
)���

。
制
度
を
完
全
復
元

す
る
た
め
の
さ
ら
な
る
動
き
は
な
く
、
八
五
〇
年
代
以
降
の
唐
朝
は
そ

の
た
め
の
権
力
を
欠
い
て
い
た
。

第
三
節

農
村
の
市
場

唐
代
の
商
業
活
動
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
高
位
の
市
場
に
か
ぎ
ら

れ
な
い
。
中
国
北
部
の
人
口
密
集
地
域
に
お
い
て
も
、
県
は
か
な
り
間

隔
を
開
け
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
中
国
南
部
の
県
の
多
く
は
、
州
か
ら

馬
で
丸
一
日
以
上
か
か
っ
た
。
辺
遠
の
農
民
が
日
常
的
需
要
の
た
め
に

こ
う
し
た
市
場
を
訪
れ
る
の
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
地

域
住
民
の
ニ
ー
ズ
の
大
部
分
は
、
田
舎
や
集
落
で
開
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
小
市
を
つ
う
じ
て
満
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

農
村
の
市
場
に
関
す
る
同
時
代
史
料
は
た
い
へ
ん
少
な
い
。
宋
代
に

関
し
て
は
さ
ら
に
情
報
が
豊
富
で
、
市
場
は
体
系
的
に
発
展
し
て
い
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
唐
宋
間
の
状
況
に
そ
れ
ほ
ど
違
い
は
な
い
。
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農
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
市
が
あ
っ
た
が
、
県
の
中
央
市
場
と
は
、
あ

る
点
で
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
農
村
の
市
が
交
易
目
的

の
自
発
的
地
域
的
集
ま
り
で
、
地
域
の
農
村
社
会
の
求
め
に
お
う
じ
て

生
ま
れ
、
政
府
の
管
理
下
か
ら
独
立
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

た
農
村
の
市
は
、
伝
世
文
献
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
で
登
場
す
る
。
も
っ

と
も
一
般
的
な
の
は

｢

草
市｣

で
あ
る

(
)���

。
こ
れ
は
広
い
意
味
を
も
つ
。

都
市
郊
外
で
開
か
れ
る
臨
時
市
場
を
さ
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
文
字
ど
お

り
、｢

干
し
草
の
市｣

を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
も
っ
と
も
一
般
的

に
は
農
村
の
定
期
市
を
さ
す
。｢
草
市｣

の
用
例
は
、
中
国
の
北
部
と

中
部
に
か
ぎ
っ
て
み
ら
れ
る

(
)���

。
南
部

(
揚
子
江
デ
ル
タ
〜
嶺
南)

で
は

｢

墟｣
｢

虚｣
｢

墟
市｣

と
い
う
方
言
が
、
よ
り
一
般
的
で
あ
っ
た
。
か

か
る
小
市
の
本
質
的
特
徴
は
、
そ
の
一
時
性
に
あ
っ
た
。｢

草
市｣

・

｢

墟｣

双
方
の
語
源
は
、｢

野
原
で
開
催
さ
れ
る
市
場｣

・｢

荒
野｣

だ
と

さ
れ
る
。
一
方
、｢

墟｣

の
語
源
に
か
ん
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
説
は
、

市
場
が
毎
日
開
催
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
市
場
の
用
地
が
ふ
だ
ん
は

空
き
地
で
あ
る
た
め
と
す
る

(
)���
。
ほ
か
の
用
語
は
、
そ
れ
ら
が
定
期
市
で

あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。｢

亥
市｣

は
、
四
川
そ
の
他
の
西
部
地
域
で

は

｢�
市｣

と
も
書
き
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
干
支
の
周
期
を
さ
す
と

お
ぼ
し
い
。
た
だ
し
宋
代
の
類
書
の

『

事
林
広
記』

は
、
そ
れ
は
三
日

ご
と
に
開
か
れ
る
市
場
だ
と
す
る

(
)���

。
宋
代
に
は
、
揚
子
江
下
流
域
に
お

い
て
類
似
の

｢

子
午
会｣

と
い
う
用
語
が
登
場
し
、
お
そ
ら
く
六
日
ご

と
の
市
を
し
め
し
て
い
る

(
)���

。
宋
末
に
は
二
日
・
三
日
・
五
日
・
六
日
ご

と
に
開
か
れ
る
農
村
市
場
の
史
料
や
、
毎
日
開
か
れ
る
草
市
の
史
料
も

あ
る

(
)���

。
唐
代
で
も
、
証
拠
は
な
い
け
れ
ど
も
、
地
域
ご
と
に
多
様
に
異

な
る
市
場
の
周
期
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ら
の
市
場
も
宋
代

同
様
、
ふ
つ
う
は
早
朝
に
開
催
さ
れ
、
短
時
間
で
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

市
は
定
期
的
に
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
開
催
場
所
の
多
く
は
大
き
め

で
重
要
な
集
落
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
お
も
に
、
主
要
道
路
の
結
節
点
・

橋
・
河
川
の
渡
し
場
・
浅
瀬
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

た
め
ほ
と
ん
ど
は
、
当
該
市
場
の
お
お
う
地
域
を
、
よ
り
大
き
な
交
易

拠
点
に
結
び
つ
け
る
交
通
上
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た

(
)���

。
ほ
か
の
農
村
市

場
は
寺
廟
周
辺
に
お
か
れ
、
そ
れ
は
唐
末
ま
で
に
大
荘
園
と
の
つ
な
が

り
で
成
長
し
は
じ
め
た

(
)���

。
中
国
南
部
で
は
多
く
が
水
路
の
上
陸
地
点

(

埠
・
歩)

に
お
か
れ

(
)���

、
九
世
紀
に
揚
子
江
に
江
賊
が
は
び
こ
る
よ
う

に
な
る
と
、
多
く
の
裕
福
な
一
族
の
い
る
川
沿
い
の
草
市
は
、
そ
の
お

も
な
犠
牲
と
な
っ
た

(
)���

。

こ
れ
ら
の
市
場
に
お
け
る
商
業
も
、
私
た
ち
の
知
る
宋
代
の
市
場
か

ら
推
論
で
き
る

(
)���

。
地
元
の
農
民
は
穀
物
・
野
菜
・
果
物
・
豚
・
鶏
を
売

り
に
だ
し
、
地
元
の
生
産
者
が
も
た
ら
す
魚
・
薪
・
木
炭
や
、
客
商
が

も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
と
交
換
し
た
。
こ
れ
ら
の
商
品
に
は
、
塩
・

茶
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
保
存
食
品
な
ど
の
地
産
不
可
能
な
も
の
や
、
簡
易

的
な
農
具
・
家
事
道
具
、
そ
し
て
農
閑
期
に
多
く
の
農
家
が
家
計
の
足

し
に
す
る
た
め
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
工
業
用
の
素
材
な
ど
が
ふ
く
ま
れ

た
。
地
域
市
場
は
、
県
市
と
同
じ
く
重
要
な
社
会
的
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
茶
屋
・
酒
屋
・
料
理
店
が
あ
っ
た

(
)���

。
多
く
の
市

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
当
然
提
供
し
う
る
宿
屋
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や
店
の
そ
ば
で
成
長
し
た
。
商
人
ら
は
農
村
市
場
を
順
番
に
め
ぐ
り
、

定
期
的
に
拠
点
に
も
ど
っ
て
在
庫
を
補
充
し
、
交
換
で
得
た
商
品
を
処

分
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
田
舎
の
定
期
市
以
外
に
、
州
治
・
県
治
の
郊
外
で
開
催
さ
れ

る
草
市
も
あ
っ
た
。
湖
南
省
宿
州
の
例
の
よ
う
に
、
交
易
と
繁
栄
を
つ

う
じ
て
、
人
び
と
が
古
い
城
壁
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
こ
と
が
、
し
ば
し
ば

草
市
の
開
か
れ
る
理
由
と
な
っ
た

(
)���

。
こ
う
し
た
壁
外
市
場
は
農
村
の
市

と
同
じ
く
、
自
発
的
に
成
長
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら

は
地
元
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
、
地
方
官
吏
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
一
例
が
、
八
六
九
年
に
四
川
省
彭
州
唐
昌
県
に
建

て
ら
れ
た
石
碑
に
み
え
る

(
)���

。

昔
、
唐
昌
県
に
は
郵
亭
が
あ
っ
た
が
、
久
し
く
廃
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
職
務
で
旅
を
す
る
人
々
は
、
野
で
食
べ
、

泉
で
飲
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
一
方
で
市
場
に
行
く
人
び
と
は
、
星
明

か
り
に
よ
っ
て
出
発
し
、
灯
火
に
よ
っ
て
帰
宅
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
…

(

彭
州
刺
史
の
呉
行
魯
は)

こ
の
状
況
に
重
大
な
配

慮
を
寄
せ
、
即
日
計
画
を
考
案
し
、
上
位
の
地
方
長
官
た
ち
に
説

明
し
た
。
こ
れ
は
、
県
の
中
心
に
草
市
を
設
立
し
、
郷
名
に
ち
な

ん
で
建
徳
市
と
命
名
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
爾
来
、
四
方
か
ら
き

た
旅
人
は
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
遠
く
か
ら
き
た
人
は
目
を
あ

げ
れ
ば
行
先
が
わ
か
り
、
老
人
と
幼
子
が
手
を
た
ず
さ
え
て
き
て

も
す
ぐ
に
到
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
々
は
と
も
に
喜
ん
で

(

市
場
を)

建
設
し
、
十
日
の
う
ち
に
完
成
を
報
告
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

結
果
的
に
、
い
ま
や
多
く
の
商
品
が
み
な
こ
こ
に
集
め
ら
れ
て

お
り
、
も
っ
と
も
つ
ま
ら
な
い
も
の
さ
え
欠
け
て
い
な
い
。
幟
を

立
て
た
飲
み
屋
や
、
旅
客
向
け
の
宿
屋
は
、
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
広

が
り
、
魚
鱗
の
よ
う
に
密
接
に
並
ん
で
い
る
。
柳
と
楡
が
並
ん
で

位
置
し
、
桑
と
麻
は
徐
々
に
ゆ
た
か
に
成
長
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
人
び
と
を
統
治
す
る
こ
と
こ
そ
、｢

地
域
の
風
俗
を

変
え
る｣

と
い
う
の
で
あ
ろ
う

(

昔
置
郵
亭
、
廢
毀
將
久
。
遂
使

行
役�
、
野
食
而
泉
飲
、
貿
易�
、
星
往
而
燭
歸
。
…
…
公
惻
然

凝
想
、�
日
計
成
、
遂
陳
于
連
帥
。
于
其
心
而
置
草
市
、
因
其
郷

名
便
以
建�
爲
號
。
自
此
、
四
來�
旋
踵
而�

近
、
中
望�
舉
目

而
知
歸
、
老
幼
攜
挈�
忽
而
至
。
萬
家
歡
笑
共
事
修
營
、
不
旬
日

而
告
就
。
今
則
百
貨
咸
集
、
蠢
類
莫
遺
。
旗
亭
旅
舍
、
翼
張
鱗
次
。

楡
楊
相
接
、
桑
麻
漸
繁
。
如
此
牧
人
、
可
謂
移
風
易
俗
矣)

。

上
記
史
料
と
そ
の
ほ
か
の
史
料
か
ら
、
草
市
と
そ
れ
に
似
た
農
村
市
場

は
常
設
の
建
物

(

と
く
に
宿
屋

(

店)

や
旅
客
向
け
の
ほ
か
の
施
設)

を
備
え
て
い
た
と
推
測
で
き
る

(
)���

。

こ
う
し
た
宿
屋
や
道
路
沿
い
の
店
舗
は
、
地
域
商
業
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
演
じ
た

(
)���

。
そ
れ
と
と
も
に
、
宿
屋
・
食
堂
・
店
舗
・
倉
庫
が

組
み
合
わ
さ
り
、
あ
ら
ゆ
る
幹
線
道
路
沿
い
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
は
食
事
・
宿
を
提
供
し
、
さ
ら
に
旅
人
の
運
搬
物
向
け
に

比
較
的
安
全
な
保
管
庫
を
提
供
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
騎
乗
用
や
運
搬
用

に
馬
や
ロ
バ
を
旅
人
に
貸
し
出
す
こ
と
も
し
た

(
)���

。
南
方
で
は
、
類
似
の
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施
設
が
河
川
や
運
河
沿
い
の
上
陸
地
点

(

埠
、
も
し
く
は
歩)

に
設
け

ら
れ
、
同
様
の
方
法
で
舟
や
水
夫
を
貸
し
出
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

(
)���

。

こ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
地
元
の
定
期
市
と
密
接
に
関
連
し
、
そ
の
周
辺

を
成
長
さ
せ
、
都
市
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た

(
)���

。
こ
れ
ら
は
常
設
の
店
舗

と
し
て
も
機
能
し
、
客
商
か
ら
信
用
貸
し
で
品
物
を
受
領
し
、
商
品
を

現
地
で
委
託
販
売
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

(
)���

。
こ
れ
ら
は
、
流
通
網
の
末
端

を
形
づ
く
る
客
商
・
行
商
人
向
け
の
運
営
拠
点
と
し
て
も
た
い
へ
ん
重

要
な
機
能
を
果
た
し
た
。
こ
う
し
た
小
商
人
ら
は
、
み
ず
か
ら
が
各
地

の
定
期
市
を
巡
回
す
る
さ
い
、
し
ば
し
ば
上
記
の
宿
屋
に
在
庫
を
保
管

し
た
。
ほ
か
の
人
び
と
は
、
商
品
を
僻
地
の
孤
立
し
た
集
落
に
も
っ
て

ゆ
き
、
塩
・
小
道
具
・
家
事
道
具
な
ど
と
物
々
交
換
す
る
か
、
も
し
く

は
来
た
る
べ
き
収
穫
を
担
保
に
し
て
販
売
し
た
。
八
二
二
年
に
韓
愈
が

塩
交
易
に
関
す
る
上
奏
を
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
か
か
る
小
規
模

な
行
商
人
の
め
ず
ら
し
い
姿
が
窺
え
る

(
)���
。

城
郭
の
そ
と
で
は
、
手
許
金
で
塩
を
買
う
人
び
と
は
、
一
〇
人

の
う
ち
二
、
三
人
も
い
な
い
。
多
く
の
人
び
と
は
、
穀
物
や
種
々

雑
多
な
品
物
を
塩
と
物
々
交
換
し
よ
う
と
す
る
。
…
…
ほ
か
の
場

合
、(

商
人
は)

穀
物
の
量
に
対
す
る
信
用
貸
し
で
売
り
、
収
穫

時
の
後
払
い
を
認
め
て
い
る
…
…
。

こ
れ
ら
の
州
県
か
ら
遠
く
離
れ
た
郷
村
で
は
、
し
ば
し
ば
三
戸

や
五
戸
が
い
く
ら
か
の
山
谷
に
住
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
…

し
ば
し
ば
塩
を
背
負
っ
て
運
ん
で
い
る
商
人
ら
は
、
そ
れ
を
一
般

の
人
び
と
と
交
換
し
に
出
か
け
る
。
彼
ら
が
望
ん
だ
公
正
な
価
格

以
上
に
得
ら
れ
る
利
益
は
、
二
、
三
銭
に
す
ぎ
な
い

(

除
城
郭
外
、

有
見
錢
糴
鹽�
、
十
無
二
三
。
多
用
雜
物
及
米�
博
易
。
…
…
或

從�
貸
升
斗
、
約
以
時
熟
填
還
。
…
…
臣
以
爲
郷
村
遠
處
、
或
三

家
五
家
、
山
谷
居
住
。
…
…
比
來
商
人
、
或
自
負
檐
斗
石
、
往
與

百
姓
博
易
。
所
冀
平
價
之
上
、
利
得
三
錢
兩
錢)

。

彼
ら
に
宿
泊
先
と
保
管
庫
を
提
供
す
る
宿
屋
は
、
多
く
が
私
的
に
設
立

さ
れ
て
い
た
。
の
ち
に
小
集
落
へ
と
発
展
し
て
い
く
宿
屋
の
多
く
は
、

店
主
や
設
立
主
の
氏
を
冠
し
て
い
た

(
)���

。
だ
が
そ
の
ほ
か
は
地
方
官
吏
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
と
く
に
中
国
北
東
部
の
半
独
立

的
藩
鎮
支
配
下
で
一
般
的
で
あ
っ
た

(
)���

。
日
本
の
僧
侶
円
仁
は
、
中
国
北

東
部
を
旅
す
る
あ
い
だ
、
と
く
に
官
営
の
宿
泊
所
・
宿
駅
の
あ
る
主
要

幹
線
道
路
か
ら
離
れ
た
場
合
、
上
記
の
私
営
宿
屋
に
よ
く
宿
泊
し
て
お

り
、
そ
の
快
適
さ
や
接
待
の
基
準
に
つ
い
て
幅
広
い
違
い
が
あ
っ
た
こ

と
を
記
録
し
て
い
る

(
)���

。

第
四
節

地
域
の
特
設
市

通
常
の
定
期
市

(｢

草
市｣

や

｢

墟｣)

に
加
え
、
少
な
く
と
も
一
部

地
域
で
は
、
も
っ
と
長
い
間
隔

(

通
例
一
年)

を
あ
け
て
開
催
さ
れ
る

特
別
な
市
も
あ
り
、
そ
れ
は
西
洋
の
フ
ェ
ア
に
も
似
て
い
る

(
)���

。
宋
代
以

降
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
地
元
の
廟
・
寺
院
の
後
援
下
で
開
催
さ
れ
、
広

く

｢

廟
市｣
や

｢

廟
会｣

と
よ
ば
れ
た
。
唐
代
に
も
都
市
の
商
人
同
業

組
合
が
宗
教
的
に
つ
な
が
っ
て
い
た
証
拠
が
あ
り
、
こ
う
し
た

｢

廟
市｣
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へ
の
言
及
も
多
い
。

広
東
省
に
近
い
番
禺
県
で
は
、
毎
年
一
月
十
五
日
に
廟
市
が
あ
り
、

地
元
の
人
び
と
が
仏
教
寺
院
外
で
め
ず
ら
し
い
商
品
を
売
り
、
開
元
寺

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
娯
楽
が
も
よ
お
さ
れ
た

(
)���

。
四
川
省
の
灌
口
・
白
沙
の

太
山
府
君
廟
で
は

(
)���

、
毎
年
春
三
月
に
多
く
の
人
び
と
が
四
川
全
域
か
ら

物
忌
み
の
た
め
に
あ
つ
ま
り
、
中
国
各
地
か
ら
あ
つ
ま
っ
た
医
者
・
占

師
の
集
会
も
あ
っ
た

(
)���

。
河
南
省
北
部
の
濮
州
で
は
、
四
月
八
日
に
似
た

よ
う
な
廟
市
が
あ
り
、
娯
楽
を
伴
っ
て
い
た

(
)���

。
こ
う
し
た
廟
市
は
、
じ

つ
は
寺
院
が
名
義
的
に
後
援
者
を
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
起
源

は
明
ら
か
に
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
日
は
伝
統
的
に
ブ
ッ

ダ
の
誕
生
日
で
、
宋
代
の
江
南
や
福
建
で
は
そ
の
日
に
大
き
な
廟
市
が

い
く
つ
も
開
催
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(
)���
。

か
か
る
廟
市
は
ふ
つ
う
、
お
も
な
宗
教
的
祝
祭
や
幅
広
く
さ
ま
ざ
ま

な
娯
楽
と
結
び
つ
い
て
開
催
さ
れ
、
交
易
の
あ
つ
ま
り
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
明
ら
か
に
華
麗
な
社
会
的
行
事
で
も
あ
っ
た
。
ほ
か
の
地
域
で

は
、
や
や
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
特
設
市
が
毎
年
開
催
さ
れ
て
お
り
、
と

く
に
特
定
の
商
品
や
商
業
に
関
わ
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
最
大
な
の
は
、

前
掲
の
巨
大
な
馬
の
特
設
市
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
政
府
の
き
び
し
い

監
視
下
で
開
催
さ
れ
、
政
府
自
体
が
大
半
の
家
畜
を
購
入
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
私
た
ち
の
知
り
う
る
四
川
内
の
ほ
か
の
特
設
市
と
く
ら
べ
て
も
、

は
る
か
に
巨
大
で
あ
っ
た[

四
川
の
特
設
市
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る]

。

第
一
は
、
薬
市
で
あ
る

(
)���

。
こ
れ
ら
は
春
と
九
月
九
日
に
四
川
の
複
数

都
市
で
開
催
さ
れ
、
二
、
三
日
つ
づ
い
た
。
宋
代
の
伝
承
で
は
、
そ
の

起
源
を
八
五
九
年
に
亡
く
な
っ
た
高
名
な
道
士
の
王
昌
遇
と
関
連
づ
け

て
い
る
が
、
そ
れ
は
確
実
に
王
昌
遇
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た

(
)���

。
宋
代

の
薬
市
は
、
成
都
の
道
観
・
仏
寺
双
方
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
医

者
・
錬
金
術
師
・
薬
売
り
が
全
国
か
ら
成
都
や
梓
州
に
や
っ
て
き
た

(
)���

。

そ
こ
に
は
、
宴
会
・
飲
酒
・
無
秩
序
を
ふ
く
む
大
き
な
商
機
が
あ
っ
た

の
で
あ
る

(
)���

。

第
二
は
、
よ
り
複
雑
な
も
の
で
、
蠶
市
と
し
て
知
ら
れ
る

(
)���

。
こ
れ
ら

は
単
一
の
市
で
は
な
く
、
一
月
〜
三
月
に
十
五
都
市
を
転
々
と
す
る
地

域
的
特
設
市
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
九
世
紀
中
頃
の
伝
承
は
、
四
川
で

定
期
市
を
設
立
し
た
と
も
い
わ
れ
る
諸
葛
亮
に
、
そ
れ
ら
の
起
源
を
求

め
て
い
る

(
)���

。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
韋
皋
が
こ
の
こ
と
を
記
述
し
た

八
世
紀
末
ま
で
に
、｢

蠶
市｣

は
確
実
に
設
立
さ
れ
て
い
た

(
)���

。
そ
の
う

ち
も
っ
と
も
重
要
な
成
都
の
市
は
、
二
箇
所
で
三
月
三
日
に
開
催
さ
れ
、

そ
れ
ら
は
大
き
な
道
観
と
関
係
し
て
い
た
。
宋
代
に
お
け
る
当
該
特
設

市
の
開
催
順
序
と
場
所
は
、
本
稿
執
筆
の
三
〇
年
前

[

一
九
三
六
年]

に
、
鞠
清
遠
氏
に
よ
っ
て
た
い
へ
ん
細
か
く
解
明
さ
れ
て
い
る

(
)���

。
当
該

特
設
市
は
、
お
も
に
地
元
民
が
農
業
用
品
・
種
・
植
物
、
と
り
わ
け
養

蚕
用
品
の
数
々
を
購
入
で
き
る
あ
つ
ま
り
で
、
四
川
は
ま
す
ま
す
有
名

に
な
っ
た
。
だ
が
蠶
市
の
よ
う
な
あ
つ
ま
り
で
は
、
単
一
の
商
品
だ
け

を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
商
人
が
頻

繁
に
訪
れ
、
き
わ
め
て
幅
広
い
商
品
を
購
入
で
き
た
。
ま
た
、
多
く
の

娯
楽
も
提
供
し
た
よ
う
で
あ
る
。
い
く
つ
か
は
祭
日
と
関
連
し
て
、
寺

院
や
地
方
神
の
廟
で
開
催
さ
れ
た
が
、
な
か
に
は
こ
う
し
た
起
源
を
も
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た
な
い
も
の
も
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
た
い
へ
ん
広
範
囲
に

及
び
、
多
く
の
商
人
は
特
設
市
す
べ
て
を
転
々
と
し
て
い
た
よ
う
な
の

で
、
一
箇
所
あ
た
り
の
滞
在
時
間
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
く
つ
か
の
定
期
市
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
特
設
市

は
地
方
官
吏
が
主
催
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が

(
)���

、
大
部
分
は
明
ら
か
に
、

当
時
の
地
域
経
済
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
発
展
し
た
自
発
的
商
業
集
会
で

あ
っ
た
。
地
方
政
府
が
そ
れ
ら
を
管
理
し
よ
う
と
試
み
た
証
拠
も
な
い
。

そ
こ
に
は
、
通
常
の

｢
牙
人｣

組
織
や
、
極
小
の
官
営
市
に
も
み
ら
れ

る

｢

行｣

、
辺
鄙
な
定
期
市
に
も
多
く
み
ら
れ
る
常
設
の

｢

店｣

・｢

邸｣

も
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
宋
代
初
頭
に
は
、
官
吏
は
し
ば
し
ば
こ
れ

ら
を
潜
在
的
に
危
険
で
無
秩
序
な
あ
つ
ま
り
と
み
な
す
よ
う
に
な
り
、

少
な
く
と
も
一
時
は
そ
の
抑
制
も
試
み
た

(
)���
。
だ
が
そ
れ
ら
は
四
川
に
お

け
る
地
域
的
風
俗
の
不
可
欠
な
特
色
で
あ
り
、
他
地
域
の
交
易
慣
習
と

異
な
る
と
は
い
え
、
有
用
で
問
題
な
き
も
の
と
判
断
さ
れ
た

(
)���

。
管
見
の

限
り
、
四
川
の

｢

蠶
市｣

の
ご
と
き
唐
代
特
設
市
は
ほ
か
の
地
域
に
な

い
。残

念
な
こ
と
に
、
唐
代
に
お
い
て
各
地
の
定
期
市
・
特
設
市
の
長
期

に
わ
た
る
発
展
の
像
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
所
与
の

証
拠
の
ほ
と
ん
ど
は
八
世
紀
後
半
〜
九
世
紀
の
史
料
に
よ
る
が
、
そ
の

大
半
が
当
時
さ
か
ん
に
な
り
は
じ
め
た
散
文
小
説
に
よ
る
こ
と
は
、
指

摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
安
禄
山
の
乱
後
に
こ
れ
ら

の
農
村
組
織
が
た
い
へ
ん
広
く
成
長
し
は
じ
め
、
そ
れ
は
宋
代
以
後
も

加
速
し
つ
づ
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

唐
後
半
の
藩
鎮
下
で
の
地
方
分
権
化
が
こ
の
過
程
を
後
押
し
し
た
こ

と
も
疑
い
な
い
。
地
方
の
中
心
地
で
公
的
に
管
理
さ
れ
た
中
央
市
場
の

レ
ベ
ル
で
は
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
従
来
以
上
に
購
買
力
を
高
め
て
い

た
。
そ
こ
で
は
、
節
度
使
が
法
制
度
を
し
っ
か
り
掌
握
し
、
唐
初
の
地

方
官
吏
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
さ
ま
ざ
ま
な
、
地
域
職
員
と
個
人
的
従

者
を
有
し
て
い
た
。
さ
ら
に
七
八
〇
年
の
両
税
法
施
行
後
の
新
し
い
財

政
シ
ス
テ
ム
が
、
税
収
の
地
域
的
支
出
に
さ
ら
な
る
自
由
を
与
え
た
た

め
、
地
方
歳
入
の
大
部
分
は
直
接
地
域
の
流
通
の
一
部
と
な
っ
た
。

各
集
落
の
非
官
営
定
期
市
と
い
う
低
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
道
に

直
属
す
る
交
易
拠
点
と
行
政
活
動
の
成
長
を
後
押
し
す
る
こ
と
が
、
多

く
の
道

(

と
く
に
北
方)

で
公
的
政
策
と
な
り
、
そ
れ
は
、
既
成
の
州

県
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
上
記
拠
点
は
一
般

に
鎮
を
形
づ
く
り
、
し
ば
し
ば
草
市
が
あ
る
と
こ
ろ
に
設
立
さ
れ
た
。

五
代
宋
初
に
そ
の
多
く
は
重
要
な
市
場
町
へ
と
成
長
し
た

(
)���

。
そ
れ
は
農

村
市
場
に
二
重
の
影
響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
権
力
と
行

政
活
動
が
新
た
な
鎮
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
分
権
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、

商
業
活
動
が
全
般
的
に
増
加
し
た
。
他
方
で
は
、
唐
末
五
代
に
い
く
つ

か
の
道
は
鎮
を
つ
う
じ
て
、
支
配
下
の
交
易
に
さ
ま
ざ
ま
な
税
を
課
し

た
(
)���

。
か
く
し
て
宋
代
で
は
、
官
営
市
場
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
て
交
易
が

以
前
ほ
ど
き
び
し
く
監
督
さ
れ
な
く
な
っ
た
大
都
市
に
加
え
、
小
市
場

都
市

(
一
部
は
莫
大
な
税
を
割
り
当
て
ら
れ
た)

で
も
、｢

商
税｣

が

徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(
)���

。

バ
ラ
ー
ジ
ュ
氏
は
中
国
の
特
設
市
に
関
す
る
研
究
で
、
私
た
ち
が
特
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設
市
を
史
料
か
ら
ほ
と
ん
ど
読
み
と
れ
な
い
理
由
と
し
て
、｢

人
び
と

や
物
の
動
き
の
ほ
ぼ
全
て
を
管
理
す
る
広
大
な
官
僚
組
織
を
し
た
が
え
、

商
人
・
商
品
の
動
き
を
国
益
に
従
わ
せ
る
た
め
の
自
由
に
な
る
多
く
の

強
制
手
段
を
有
す
る
中
央
集
権
的
国
家
は
、
そ
れ
ら
の
定
期
的
集
会
に

対
し
て
好
意
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
許
容
す
る
こ
と
さ
え
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た｣

た
め
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る

(
)���

。

思
う
に
バ
ラ
ー
ジ
ュ
氏
は
、
唐
の
圧
制
的
権
力
を
や
や
誇
張
し
、
唐

に
よ
る
地
域
的
事
象
へ
の
直
接
介
入
を
は
っ
き
り
過
大
評
価
し
て
い
る
。

商
業
組
織
へ
の
公
的
関
与
は
む
し
ろ
、
唐
政
権
の
地
域
的
事
象
に
対
す

る
関
与
を
、
権
力
が
有
効
に
行
使
さ
れ
得
る
範
囲
に
あ
え
て
し
ぼ
る
方

法
を
例
示
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
国
家
行
政
と
お
な
じ
く
、
中
央

政
府
は
県
の
衙
門
に
お
け
る
地
域
的
代
表
者
の
最
低
位
に
対
し
て
ま
で
、

そ
の
業
務
を
き
び
し
く
管
理
し
て
い
た
。
だ
が
田
舎
で
は
、
地
域
の
多

様
な
自
発
的
組
織
を
通
し
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
日
常
業
務
を
実
行
す
る

こ
と
に
満
足
し
て
い
た
。
中
央
集
権
的
に
成
文
化
さ
れ
た
法
律
は
ひ
と

し
く
県
の
治
安
・
裁
判
に
及
ん
で
い
た
が
、
田
舎
で
は
地
域
的
慣
習
が

そ
れ
を
補
い
、
さ
ら
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
た
。
結
果
、
交
易
関
係
に

お
い
て
唐
は
、
中
央
と
行
政
都
市
の
上
位
の
市
場
拠
点

(

商
品
が
全
国

的
流
通
パ
タ
ー
ン
に
入
り
込
む
地
域
間
商
業
の
拠
点)

に
対
し
て
の
み
、

き
び
し
く
直
接
管
理
し
て
い
た
。
よ
り
低
位
の
商
業
活
動
に
つ
い
て
み

る
と
、
地
域
内
・
地
域
間
交
易
に
お
い
て
は
基
本
的
に
、
お
も
な
生
産

者
が
余
剰
生
産
物
と
即
時
的
消
費
に
必
要
な
品
目
と
を
物
々
交
換
し
て

い
た
。
そ
こ
に
商
人
が
参
加
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
政
府
は
農
村
社
会

中
の
自
生
組
織
に
こ
れ
を
委
ね
て
満
足
し
、
時
に
は
か
か
る
自
発
的
市

場
組
織
の
発
展
を
奨
励
し
さ
え
し
た
。

公
的
管
理
下
の
中
央
市
場
で
も
、
政
府
が
地
域
社
会
の
ニ
ー
ズ
と
無

関
係
の
法
令
を
、
細
部
に
わ
た
っ
て
勝
手
に
下
す
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
市
署
の
役
人
の
一
部
は
、
商
業
的
共
同
体
の
一
員
た
る

地
域
住
民
で
あ
り
、
し
か
も
ギ
ル
ド
的
商
人
組
合
や
、
商
人
共
同
体
の

政
府
に
公
認
さ
れ
た
代
表
者
と
い
っ
た
、
両
方
の
変
則
的
な
役
割
を
演

じ
る

｢

行｣

の
商
人
組
織
を
通
し
て
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

政
府
の
介
入
が
ま
こ
と
に
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
と
い
う
の

は
例
外
に
す
ぎ
な
い
。[

た
と
え
ば]

首
都
の
市
場
管
理
は
き
び
し
い
。

そ
れ
以
上
に
利
益
が
得
ら
れ
、
戦
略
的
に
重
要
な
外
国
交
易
の
場
所
に

対
し
て
は
、
政
府
は
独
占
の
確
立
を
試
み
た
。
だ
が
国
内
商
業
全
体
で

は
、
政
府
自
体
も
税
物
の
大
規
模
な
流
通
に
関
与
し
て
い
た
と
は
い
え
、

私
的
交
易
が
た
い
へ
ん
大
規
模
だ
っ
た
充
分
な
証
拠
が
あ
る

(
)���

。
よ
っ
て

バ
ラ
ー
ジ
ュ
氏
が
、
行
政
は
河
川
輸
送
や
運
河
の
政
府
管
理
に
よ
り
、

私
的
な
商
業
を
抑
圧
し
た
と
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
単
純
に
誤
り
で
あ

る

(
)���

。こ
の
よ
う
に
唐
初
の
政
府
は
、
官
営
市
場
シ
ス
テ
ム
を
と
お
し
て
交

易
を
き
び
し
く
管
理
・
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
は
き
び

し
い
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
現
実
に

は
き
わ
め
て
選
択
的
で
制
限
の
あ
る
も
の
で
、
か
り
に
当
該
シ
ス
テ
ム

が
規
則
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
と
し
て
も
、
中
央
政
府
が
場
当
た
り
的

な
や
り
方
で
思
い
つ
き
を
押
し
つ
け
、
以
前
よ
り
も
広
く
多
様
に
ひ
ろ
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が
る
国
内
商
業
に
対
し
て
専
制
的
管
理
を
貫
徹
し
え
た
と
考
え
る
の
は
、

ま
っ
た
く
非
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

�
(

100)

加
藤
前
掲

(

注�)
参
照
。

(

101)
『

酉
陽
雑
俎』

巻
四
物
華
条
参
照
。

(

102)
『

太
平
広
記』
巻
八
五
撃
竹
子
条
、
加
藤
前
掲

(

注�)
、
三
四
九
頁
参
照
。

(

103)

た
と
え
ば

『

咸
淳
臨
安
志』

巻
一
九
市
条
、『

宝
慶
四
明
志』

巻
一
四
参
照
。

こ
れ
は
、
唐
代
に
す
で
に
臨
安
県
・
奉
化
県
に
二
市
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
。

(

104)
『

咸
淳
臨
安
志』

巻
一
九
市
条
に
よ
る
と
、
武
后
期
の
富
陽
県
の
市
は
周
囲

二
五
〇
歩
で
あ
っ
た
。

(

105)

後
掲
劉
禹
錫
随
筆
参
照
。
ま
た
た
と
え
ば

『

旧
唐
書』

巻
一
七
文
宗
紀
下
・

太
和
七
年
七
月
条
、
同
太
和
八
年
六
月
条
、
同
開
成
二
年
七
月
条
参
照
。
当

該
政
策
は

｢

移
市｣

や

｢

徙
市｣

と
よ
ば
れ
た
。

(

106)

加
藤
前
掲

(

注�)
三
四
九
〜
三
五
一
頁
は
、
城
壁
外
の
県
市
を
い
く
つ

か
例
示
し
て
い
る
。

(

107)

本
一
覧
表
は

『

唐
六
典』

巻
三
〇
上
州
中
州
下
州
官
吏
条
に
基
づ
く
が
、

多
数
の
矛
盾
が
あ
る
。(

ａ)
『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
壁
師
と
、
倉

督
下
の
史
四
名
を
欠
く
。
近
衛
本

『

唐
六
典』

注
は
誤
り
。(

ｂ)
『

唐
六
典』

巻
三
〇
上
州
中
州
下
州
官
吏
条
は
壁
師
を
欠
く
。『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志

三
に
従
う
。(

ｃ)
『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
こ
れ
ら
の
史
四
名
を
欠

く
。『

唐
六
典』

巻
三
〇
上
州
中
州
下
州
官
吏
条
に
従
う
。(

ｄ)

近
衛
本
は

｢

二
人｣

、
宋
本
と

『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
と
も
に

｢

一
人｣

に
作

る
。(

ｅ)
『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
こ
の
史
を
除
外
し
て
お
り
、
近

衛
本
注
は
誤
り
。(

ｆ)
『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
こ
れ
ら
の
史
を
除

外
す
る
。(

ｇ)
『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は

｢

一
人｣

に
作
る
。(

ｈ)

『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
倉
督
を
除
外
す
る
。(

ｉ)
『

旧
唐
書』

巻
四

四
職
官
志
三
は
倉
督
を
除
く
全
て
を
除
外
す
る
。(

ｊ)

近
衛
本
は

｢

壁
師
一

人｣

に
作
る
。
宋
本
と

『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は

｢

二
人｣

に
作
る
。

(

ｋ)
『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
は
作
一
人
、
史
二
人
、
壁
師
二
人
と
読

む
。『

旧
唐
書』

と

『

新
唐
書』

は

｢

師｣

を
み
な

｢

帥｣

に
作
る

(

す
な
わ

ち
壁
師)

。

(

108)
『

唐
六
典』

巻
三
〇
上
州
中
州
下
州
官
吏
条
参
照
。

(

109)
『

新
唐
書』

巻
四
九
・
百
官
志
四
下
、��������������������������

���������������������������������������������������������������
�����

(������ ���������������)����‒���

参
照
。

(

110)
『

唐
六
典』

巻
三
〇
上
州
中
州
下
州
官
吏
条
参
照
。

(

111)
『

唐
六
典』

巻
三
〇
上
州
中
州
下
州
官
吏
条
参
照
。
近
衛
本
は

｢

取
家
世
重

大�｣
と
読
む
。
宋
本
は

｢

世｣

の
場
所
を

｢

口｣

と
読
む
。
玉
井
氏
は
宋

本
の
読
み
を
良
い
と
す
る
。
こ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、｢

家
族
の
構

成
員
が
影
響
力
の
あ
る
者｣

と
訳
す
べ
き
で
あ
る
。

(

112)
『

新
唐
書』

巻
四
九
・
百
官
志
四
下
。

(

112a)

下
記
の
六
六
頁
参
照
。

(

113)
『

新
唐
書』

巻
四
九
・
百
官
志
四
下
。

(

113a)
『

通
典』

巻
一
六
八
考
訊
条
参
照
。
付
録

[

本
訳
稿
で
は
省
く]

参
照
。

(

114)

加
藤
氏
は
行
に
関
す
る
研
究

(

注�)
の
中
で
、
多
く
の
例
を
引
用
し
て

い
る
。
下
記
の
敦
煌
か
ら
の
証
拠
も
参
照
。

(

115)

揚
州
に
つ
い
て
は
秀
逸
な
る
全
漢
昇

｢

唐
宋
時
代
揚
州
経
済
景
況
的
繁
栄

与
衰
落｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊』

第
一
一
本
、
一
九
四
七

年)

、
一
四
九
〜
一
七
六
頁
参
照
。
こ
う
し
た
都
市
に
つ
い
て
は
陶
希
聖
・
鞠

清
遠

『

唐
代
経
済
史』

(

商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年)

、
七
六
〜
八
八
頁
な

ど
も
参
照
。
成
都
の
信
用
貸
し
付
け
や
類
似
の
金
融
活
動
の
拠
点
と
し
て
の

役
割
は
、
一
〇
世
紀
末
に
お
け
る

｢

交
子｣

の
発
展
史
に
明
ら
か
で
あ
る
。

(

116)
『

唐
会
要』

巻
八
六
市
条
参
照
。

(

117)�������������������������������������������������������
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������������
(�����������������������������������������)����

以

降
参
照
。

(
118)

南
海
交
易
と
広
東
、
ハ
ノ
イ
の
港
に
つ
い
て
は
、����������������

������������������������������������������������������
������������������������������� ��������������������������
����������������

(��������)���
以
降
参
照
。

(

119)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
専
門
的
研
究
が
あ
る
。
宋
代
の
よ
り
発

展
し
た
形
態
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
唐
代
の
市
舶
司
に
関
す
る
最
近
の
研

究
と
し
て
は
、
和
田
久
徳

｢

唐
代
に
於
け
る
市
舶
司
の
創
置｣

(

和
田
博
士
古

稀
記
念
東
洋
史
論
叢
編
纂
委
員
会
編

『

和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢』

講
談
社
、
一
九
六
〇
年)

、
一
〇
五
一
〜
一
〇
六
二
頁
参
照
。

(

120)
『

全
唐
文』

巻
七
五
、『

冊
府
元
亀』

巻
九
一
所
収

｢

太
和
八
年
疾
癒
徳
音｣

参
照
。
こ
う
し
た
展
開
は
唐
代
に
お
い
て
、
南
方
沿
岸
海
上
貿
易
の
拠
点
で

あ
っ
た
福
州

(『

冊
府
元
亀』

巻
四
九
八
漕
運
条
参
照)

、
の
ち
に
泉
州
に
集

中
し
た
で
あ
ろ
う
。

(

121)��������������������������������������
以
降
、
全
漢
昇
前
掲

(

注
115)

参
照
。

(

122)���������������������������������������������������
(���

����������������������������)����‒���
と
、��������������

����������������������������������������������������������
���������������������

(������� �)����‒���
参
照
。

(

123)��������������������������������������
参
照
。

(

124)

陶
希
聖
・
鞠
清
遠
前
掲

(

注�)
、
八
五
〜
八
六
頁
参
照
。

(

125)

こ
れ
に
つ
い
て
は

『

旧
唐
書』

巻
一
九
四
突
厥
伝
上
、『

唐
会
要』

巻
九
四

西
突
厥
条
、『

元
和
郡
県
図
志』

巻
四
西
受
降
城
条
、『

資
治
通
鑑』

巻
二
一

三
・
開
元
一
五
年
条
参
照
。������������������������������������
���

が
、
西
受
降
城
が
霊
州
に
あ
っ
た
と
す
る
の
は
誤
り
。

(

126)
『

資
治
通
鑑』

巻
二
一
三
・
開
元
一
五
年
条
、『

旧
唐
書』

巻
一
九
四
西
突

厥
伝
上
。
国
の
大
牧
場
の
位
置
に
つ
い
て
は
、����������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������� ��������������

(�������)����‒���

の
地
図

参
照
。

(

127)
『

資
治
通
鑑』

巻
二
一
三
・
開
元
一
五
年
条
、『

唐
会
要』

巻
九
七
吐
蕃
条

参
照
。

(

128)
『

白
氏
六
帖
事
類
集』

巻
二
四
互
市
条
参
照

(�����������������������
�������������������������������������������(�������������������
�������������� ������)����

も
比
較
参
照)

。

(

129)
『

唐
六
典』

巻
二
二
互
市
監
条
参
照
。

(

130)�������

前
掲

(

注�)

、
六
五
頁
以
降
と
、��������������������������

����������������������
(���������������������������������)�

��‒��
参
照
。

(

131)

こ
の
官
職
に
つ
い
て
は
、����������������������������������������

������������������������������������������������������
(������ �

��������������)����‒���
参
照
。

(

132)

金
部
に
つ
い
て
は�������������������������������������

参
照
。

(

133)
『

唐
六
典』

巻
二
二
互
市
監
条
、『

旧
唐
書』

巻
四
四
職
官
志
三
、『

新
唐
書』

巻
四
八
・
百
官
志
三
参
照
、��������������������������������������

�����������������‒���
も
比
較
参
照
。

(

134)
『

新
唐
書』

巻
四
八
・
百
官
志
三
参
照
。
こ
の
節
は
お
そ
ら
く
、
令
の
一
部

の
摘
要
で
あ
る
。

(

135)

注�
参
照
。

(
136)

『

白
氏
六
帖
事
類
集』

巻
二
四
互
市
条
参
照
。

(
137)

『

白
氏
六
帖
事
類
集』

巻
二
四
互
市
条
、
仁
井
田
陞

『

唐
令
拾
遺』

七
一
五

〜
七
一
六
頁
参
照
。

(

138)
『

唐
律
疏
議』

巻
八
・
七
条
、
一
二
条
、『

宋
刑
統』

巻
八
参
照
。『

唐
会
要』

巻
八
六
市
条
所
収
の
七
一
四
年
勅
令
も
参
照
。
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(

139)��������������������������������������
参
照
。

(

140)

交
易
に
非
常
に
有
益
な
場
所
の
一
つ
が
タ
ン
グ
ー
ト
の
地
域
で
あ
っ
た
。

八
三
〇
年
代
に
辺
境
の
地
方
政
府
が
、
支
払
い
を
せ
ず
に
大
量
の
家
畜
を
没

収
す
る
と
い
う
傲
慢
な
介
入
を
行
い
、
こ
の
交
易
を
台
無
し
に
す
る
ま
で
は
、

商
人
た
ち
は

｢

遠
近
か
ら
絹
や
他
の
商
品
を
持
っ
て
き
て
、
馬
や
羊
と
交
換

し
て
い
た｣

の
で
あ
る

(『

唐
会
要』

巻
九
八
党
項
羌
条
、『

旧
唐
書』

巻
一

九
八
西
戎
伝
参
照)

。
こ
の
交
易
は
、
七
八
七
年
の
勅
令
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た

禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繁
栄
し
て
い
た

(『

旧
唐
書』

巻
一
九
八
西
戎
伝
、

『

唐
会
要』

巻
九
八
党
項
羌
条)

。

(

141)
『

入
唐
求
法
巡
礼
行
記』
八
四
五
年
八
月
一
六
日
条
、�������������������

���������������������������������������������������������
�������������������

(����� �������������������)����
参
照
。

(

142)

李
商
隠

『

義
山
雑
纂』

の
警
句
の
中
で
、｢

酸
寒｣
(

非
常
に
貧
乏
な
生
活

の
不
一
致)

と
題
さ
れ
た
節
で
は
、｢

山
県
徙
市｣
(

市
を
動
か
す
山
県)

と

あ
る
。
加
藤
前
掲

(

注�)
三
五
〇
〜
三
五
一
頁
参
照
。

(

143)

こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は������������������������������������

�������������������������������������������������������
(������

��� ����)��‒��
と
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
二
次
的
な
文
献
参
照
。

(

144)
『

唐
六
典』

巻
三
〇
京
県
畿
県
天
下�
県
官
吏
条
参
照
。

(

145)

唐
代
の
幹
線
道
路
制
度
に
関
す
る
最
良
の
議
論
は
、
青
山
定
雄

『
唐
宋
時

代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究』

、
三
〜
二
七
頁
参
照
。

(

146)��������������������������������������
、｢

中
央
市
場
は
通
常
、
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
戦
略
的
な
場
所
に
位
置
し
、
重
要
な
卸
売
り
機
能
を
有

す
る
。
そ
の
施
設
は
、
一
方
で
は
輸
入
商
品
を
受
け
取
っ
て
地
域
に
分
配
す

る
た
め
に
、
も
う
一
方
で
は
地
域
の
生
産
物
を
収
集
し
、
他
の
中
央
市
場
や

よ
り
高
位
の
都
市
拠
点
に
輸
出
す
る
た
め
に
、
設
計
さ
れ
て
い
る｣

。

(

147)

加
藤
繁

『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
三
四
八
頁
参
照
。

(

148)

地
方
都
市
に
お
け
る
行
に
つ
い
て
は
、������������������������� ���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
��������������������

(����)���‒��

参
照
。
行
と
店
の
双
方
に
つ
い

て
は
、
加
藤
繁

『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
三
五
二
〜
三
五
七
頁
、
四
六

一
〜
四
六
六
頁
等
、
陶
希
聖
・
鞠
清
遠

『

唐
代
経
済
史』

、
九
八
〜
一
〇
二
頁

参
照
。

(

149)

仁
井
田
陞

『

中
国
法
制
史
研
究

土
地
法
・
取
引
法』

、
七
九
五
〜
八
二
六

頁
参
照
。
こ
れ
は
大
谷
探
検
隊
に
よ
っ
て
ト
ル
フ
ァ
ン
か
ら
発
見
さ
れ
た
文

書
の
一
つ
で
あ
り
、
龍
谷
大
学
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(

150)

大
庭
脩
前
掲

(

注�)

参
照
。

(

151)

仁
井
田
前
掲

(

注�)

、
七
九
七
頁
は
、
以
下
の
行
を
敦
煌
で
確
認
し
た
。

(

ａ)

菓
子
行
は
乾
燥
保
存
さ
れ
た
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
や
ぶ
ど
う
な
ど
の
果
物
を
扱
っ

た
。(

ｂ)

菜
子
行
は
玉
葱
や
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
新
鮮
な
野
菜
を
扱
っ
た
。

(

ｃ)

米
麺
行
は
小
麦
粉
を
扱
っ
た
。(

ｄ)

帛
練
行
は
平
絹
や
厚
手
の
絹
を

扱
っ
た
。(

ｅ)

綵
帛
行
は
模
様
の
あ
る
絹
布
を
扱
っ
た
。(

ｆ)

鐺
釜
行
は

平
鍋
や
料
理
の
容
器
を
扱
っ
た
。

(

152)

西
村
元
佑

｢

唐
代
敦
煌
差
科
簿
の
研
究｣

(

西
域
文
化
研
究
会
編

『

西
域
文

化
研
究
第
三
―
敦
煌
吐
魯
番
社
会
経
済
資
料

(

下)

―』

法
蔵
館
、
一
九
六

〇
年)

、
三
七
七
〜
四
六
四
頁

(

特
に
四
〇
六
〜
四
〇
八
頁)

参
照
。
王
永
興

｢

敦
煌
唐
代
差
科
簿
考
釈｣

(『

歴
史
研
究』

一
九
五
七
年
一
二
期)

、
七
八
頁

も
参
照
。

(

152a)

西
村
前
掲

(

注
152)

。
最
近
の
優
れ
た
研
究
で
あ
る
池
田
温

｢

八
世
紀
中
葉

に
お
け
る
敦
煌
の
ソ
グ
ド
聚
落｣

(『

ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
研
究』

一
、
一
九
六

五
年)

、
四
九
〜
九
二
頁
も
参
照
。

(
153)

『

劉
夢
得
集』

巻
二
五
、『

文
苑
英
華』

巻
三
七
八
、『

全
唐
文』

巻
六
〇
八

所
収
の

｢

観
市｣

と
い
う
随
筆
参
照
。

(

154)
『

新
唐
書』

巻
四
〇
地
理
志
四
参
照
。

(

155)
『

新
唐
書』
巻
三
五
・
五
行
志
二
に
よ
る
と
、
こ
の
日
照
は
中
国
南
東
部
か

― 78 ―



ら
中
部
全
体
に
影
響
し
た
。

(

156)

石
田
幹
之
助

｢

劉
禹
錫
の
観
市
に
就
い
て｣

(

和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史

論
叢
編
纂
委
員
会
編

『

和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢』

講
談
社
、
一
九

六
〇
年)

、
六
一
〜
七
一
頁
は
、
当
該
随
筆
の
専
門
的
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は

注
釈
・
原
文
一
式
を
伴
っ
た
日
本
語
全
訳
を
載
せ
る
。
だ
が
後
者
は
別
版
の

『

文
苑
英
華』

の
注
釈
を
と
っ
て
い
な
い
。
石
田
氏
の
研
究
は
た
い
へ
ん
有
益

で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
石
田
氏
と
異
な
る
読
み
方
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。

(

157)

石
田
氏
は
、
難
解
な

｢

麗�｣
を
劉
禹
錫
の
自
宅
の
上
階
の
意
に
解
す
る
。

こ
の
語
は
個
人
宅
に
使
う
に
は
や
や
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
し
、

ま
た
こ
の
時
代
に
は
名
目
上
、
五
品
未
満
の
役
人
は
一
階
以
上
の
家
を
建
て

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
当
該
語
は
城
門
上
の
物
見
櫓
と
す
る
ほ
う
が

よ
い
と
考
え
る
。

(

158)
｢

隧｣

は
字
義
上
、
墓
地
の
墓
室
に
向
か
っ
て
下
り
る
通
路
の
こ
と
。
屋
根

の
つ
い
た
せ
ま
い
小
道
と
し
て
の
比
喩
は
、
張
衡
｢

西
京
賦｣

に
由
来
す
る
。

(

159)
｢

幅
員
不
移
径
如
初
中
無
求
隙
地
、
倶
爲｣

は
一
部
の
版
本
に
な
く
、
石
田

氏
は
こ
れ
を
改
竄
だ
と
考
え
、
翻
訳
し
て
い
な
い
。
私
も

｢

幅
員
不
移
径
如

初｣

は
無
意
味
と
み
る
が
、
残
り
の
部
分
は
し
っ
か
り
後
文
と
符
合
し
て
い

る
と
考
え
る
。
か
り
に
本
文
全
体
が
改
竄
で
あ
れ
ば
、
後
文
は

｢
市
の
番
犬

や
腐
肉
を
喰
う
カ
ラ
ス
が
、
熱
心
に

(

そ
の
日
の
市
か
ら
出
た)
腐
っ
た
残

り
物
を
手
に
入
れ
て
い
る｣

と
訳
す
べ
き
で
あ
る
。

(

160)

こ
の
過
程
に
関
す
る
古
典
的
な
解
説
は
、
加
藤
繁

｢

宋
代
に
於
け
る
都
市

の
発
展
に
就
い
て｣

(

桑
原
博
士
還
暦
記
念
祝
賀
会
編

『

桑
原
博
士
還
暦
記
念

東
洋
史
論
叢』

弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
一
年)

、
九
三
〜
一
四
〇
頁
初
出
、

『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
二
九
九
〜
三
四
六
頁
所
収
参
照
。

(

161)
『

初
学
記』

巻
二
四
宅
条
、『

唐
会
要』

巻
八
六
街
巷
条
参
照
。

(

162)
『

唐
会
要』

巻
八
六
街
巷
条
、
大
暦
二
年
五
月
勅
令
参
照
。

(

163)

こ
れ
ら
の
長
官
に
関
し
て
は
、
加
藤
繁

｢

内
荘
宅
使
考｣

(『

東
洋
学
報』

一
〇
巻
二
号
、
一
九
二
〇
年)

、
二
二
一
〜
二
四
三
頁
初
出
、『

支
那
経
済
史

考
証』

上
巻
、
二
六
一
〜
二
八
二
頁
所
収
参
照
。

(

164)
『

唐
会
要』

巻
八
六
街
巷
条
、
貞
元
四
年
二
月
勅
令
参
照
。

(

165)
『

唐
会
要』

巻
八
六
街
巷
条
、
太
和
五
年
七
月
上
奏
文
参
照
。

(

166)
『

唐
会
要』

巻
八
六
街
巷
条
、
太
和
五
年
七
月
上
奏
文
の
直
後
参
照
。

(

167)
『

全
唐
文』

巻
三
二

｢

禁
賃
店
干
利
詔｣

参
照
。
こ
の
勅
令
は
玄
宗
期
で
、

ほ
か
の
事
例
か
ら
か
な
り
さ
か
の
ぼ
る
。

(

168)
『

唐
会
要』

巻
八
六
街
巷
条
参
照
。

(

169)
『

唐
会
要』

巻
八
六
市
条
参
照
。

(

170)
『

張
司
業
詩
集』

巻
三

｢

送
鄭
尚
書
出
鎮
南
海｣

は
、
広
東
の
夜
市
に
言
及

し
て
い
る
。『

酉
陽
雑
俎』

巻
二
壺
史
条
は
、
揚
子
江
上
流
の
小
さ
な
港
で
あ

る�
州
の
夜
市
に
言
及
し
て
い
る
。

(

171)
『

太
平
広
記』

巻
四
五
二
、
有
名
な
伝
奇
小
説
の
沈
既
済

｢

任
子｣

参
照
。

(

172)

加
藤
繁

『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
三
五
五
頁
、������������������

�����������������������������������������������������������
(�������������)���‒��

参
照
。

(

173)
『

唐
闕
史』

下
。

(

174)
『

楽
府
雑
録』

琵
琶
条
。

(

175)
『

北
里
志』

王
団
児
条
は
絹
織
物
店
に
言
及
し
、
同
書
張
住
住
条
は
八
百
屋

に
言
及
し
て
い
る
。

(

176)

外
国
人
の
菓
子
屋
は
、
唐
末
の
小
説
で
よ
く
言
及
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

『

太
平
広
記』

巻
四
〇
二
鬻
餅
胡
条
、
巻
四
五
一
李�
条
、
巻
四
五
二
任
子
条

参
照
。

(
177)

外
国
人
の
芸
人
と
売
春
婦
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
尽
蔵
に
史
料
が
あ

る
。��������������������������������������‒��
参
照
。

(

178)
『

唐
会
要』

巻
八
六
市
条
、『

冊
府
元
亀』

巻
五
〇
四
関
市
条
参
照
。

(

179)
『

冊
府
元
亀』

巻
五
〇
四
関
市
条
参
照
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で

『

唐
会
要』

巻
八
六
市
条
所
収
の
こ
の
勅
令
は
貞
観
年
間
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
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間
違
い
で
あ
る
。

(

180)

草
市
に
関
し
て
は
か
な
り
の
研
究
が
あ
る
。
も
っ
と
も
早
い
研
究
は
、
加

藤
繁

｢

唐
宋
の
草
市
に
就
い
て｣

(『

史
学
雑
誌』

三
七
編
一
号
、
一
九
二
六

年)

、
四
六
〜
五
三
頁
初
出
、『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
三
八
〇
〜
三
八

六
頁
再
掲
。
加
藤
氏
は

｢

唐
宋
時
代
の
草
市
及
び
そ
の
発
展｣

(

市
村
博
士
古

稀
記
念
東
洋
史
論
叢
刊
行
会
編

『

市
村
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢』

富
山

房
、
一
九
三
三
年)

、
二
八
七
〜
三
三
四
頁
初
出
、『

支
那
経
済
史
考
証』

上

巻
、
三
八
七
〜
四
二
一
再
掲
で
こ
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
い
る
。
曽
我
部
静

雄
氏
も
こ
の
争
点
に
関
し
て
二
つ
の
研
究
が
あ
る
。｢

唐
宋
以
前
の
草
市｣

(『

東
亜
経
済
研
究』

一
六
巻
四
号
、
一
九
三
二
年)

、
一
八
〜
二
八
頁
で
は
、

草
市
の
前
史
に
つ
い
て
、
重
要
な
新
し
い
根
拠
を
し
め
し
て
い
る
。
一
方
、

よ
り
最
近
の

｢

唐
宋
時
代
の
草
市｣

(『

社
会
経
済
史
学』

二
四
巻
一
号
、
一

九
五
八
年)

、
三
一
〜
四
〇
頁
で
は
、
言
葉
の
多
様
な
使
い
方
に
つ
い
て
、
新

し
く
よ
り
洗
練
さ
れ
た
解
釈
を
し
め
し
て
い
る
。���������������������

������������������������������������������������‒�
(����)�

���‒���
も
、
初
期
の
村
制
に
関
す
る
多
様
な
研
究
の
な
か
で
、
こ
の
問
題
に

触
れ
て
い
る
。

(

181)

周
藤
前
掲

(

注
５)

｢

宋
代
の
郷
村
に
於
け
る
店
・
市
・
歩
の
発
展｣

参
照
。

農
村
市
場
に
関
す
る
用
語
に
つ
い
て
の
優
れ
た
議
論
と
し
て
は
、
斯
波
義
信

｢

宋
代
江
南
の
村
市

(������)
と
廟
市

(����)
(

上)｣
(『

東
洋
学
報』
四
四

巻
一
号
、
一
九
六
一
年)

、
四
一
〜
七
六
頁
、｢

宋
代
江
南
の
村
市

(������)

と
廟
市

(����)
(

下)｣
(『

東
洋
学
報』

四
四
巻
二
号
、
一
九
六
一
年)

、
八

九
〜
九
七
頁
参
照
。
中
国
南
部
の
墟
市
と
墟
に
つ
い
て
は
、
全
漢
昇

｢

宋
代

南
方
的
虚
市｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊』

第
九
本
、
一
九
四

七
年)

、
二
六
五
〜
二
七
四
頁
参
照
。���������������������������

������������������������������������������������������
(�����������

�������� ������������������������������)����‒���
に
こ
の
英
語
版

も
あ
る
。
唐
末
に
お
け
る
嶺
南
の
墟
に
つ
い
て
は
、
何
格
恩

｢

唐
代
嶺
南
的

虚
市｣

(『

食
貨』

五
―
二
、
一
九
三
七
年)

、
三
五
〜
三
七
頁
参
照
。

(

182)

様
々
な
語
源
が
何
格
恩
氏
と
斯
波
氏
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る

(

注
181

参
照)

。
い
く
ら
か
の
清
代
の
学
者
は
、
墟
を
広
東
語
だ
と
し
て
い
る
が
、
実

際
は
浙
江
や
湖
南
か
ら
ト
ン
キ
ン
ま
で
広
範
に
分
布
し
て
い
る
。

(

183)

斯
波
前
掲(

注
181)

｢

宋
代
江
南
の
村
市(������)

と
廟
市(����)

(

上)｣

。

九
世
紀
の
詩
人
で
あ
る
白
居
易
・
張
籍
・
張
裕
な
ど
が
、
常
に
揚
子
江
中
流

域
に
関
連
す
る
文
脈
で
、
亥
市
と
い
う
言
葉
に
触
れ
て
い
る
。

(

184)

斯
波
前
掲(

注
181)

｢

宋
代
江
南
の
村
市(������)

と
廟
市(����)

(

上)｣

、

五
二
頁
参
照
。

(

185)

同
上
、
五
六
〜
六
〇
頁
参
照
。

(

186)

周
藤
前
掲

(

注
５)

｢

宋
代
の
郷
村
に
於
け
る
店
・
市
・
歩
の
発
展｣

の
研

究
と
、
斯
波
前
掲

(

注
181)

｢

宋
代
江
南
の
村
市

(������)

と
廟
市

(����)
(

上)｣

、
加
藤
前
掲

(

注
180)

｢

唐
宋
時
代
の
草
市
及
び
そ
の
発
展｣

、
陶
希
聖
・

鞠
清
遠

『

唐
代
経
済
史』

、
七
六
〜
九
六
頁
参
照
。

(

187)

加
藤
前
掲

(

注
５)

の
研
究
参
照
。

(

188)

日
野
前
掲

(

注
５)

｢

支
那
の
埠
と
云
う
地
名
と
そ
の
沿
革｣

、
池
田
前
掲

(

注
５)

、
周
藤
前
掲

(

注
５)

｢

宋
代
の
郷
村
に
於
け
る
店
・
市
・
歩
の
発
展｣

の
研
究
参
照
。

(

189)

杜
牧

『

樊
川
文
集』

巻
一
一

｢

上
李
大
尉
論
江
賊
書｣

参
照
。

(

190)

斯
波
前
掲(

注
181)

｢

宋
代
江
南
の
村
市(������)

と
廟
市(����)

(

上)｣

、

六
九
〜
七
一
頁
、
全
漢
昇
前
掲

(

注
181)

な
ど
参
照
。

(

191)

下
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
陳
谿
に
よ
る
碑
文
参
照
。

(

192)
『

東
坡
全
集』

巻
六
二
、
奏
議
一
二
、(

四
部
備
要)

。

(
193)

陳
谿
に
よ
る

｢

彭
州
新
置
唐
昌
県
建
徳
草
市
歇
馬
亭
鎮
并
天
王
院
等
記｣

と
題
さ
れ
た
碑
文
参
照
。『

全
唐
文』

巻
八
〇
四
、『

文
苑
英
華』

巻
八
〇
八

所
収
。
最
近
の
研
究
で
あ
る
曽
我
部
前
掲

(

注
180)

｢

唐
宋
時
代
の
草
市｣

で

は
、
曹
学�(
一
五
七
四
〜
一
六
四
六
年)

の

『

蜀
中
広
記』

巻
五
か
ら
同

じ
文
を
引
用
し
て
い
る
。
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(

194)

円
仁
は
、
彼
の
日
記
中
で
草
市
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
が
、
し
ば
し
ば

宿
屋
と
関
連
し
て
、
頻
繁
に
田
舎
の
市
場
に
言
及
し
て
い
る
。

(
195)

こ
れ
に
つ
い
て
は
加
藤
繁

｢

唐
宋
時
代
の
倉
庫
に
就
い
て｣

(『

史
学』

第

四
巻
第
二
号
、
一
九
二
五
年)

、
六
九
〜
九
四
頁
初
出
、『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
四
六
一
〜
四
七
八
頁
再
掲
と
、｢

居
停
と
停
場｣

(

立
教
大
学
史
学
会

編

『
小
林
教
授
還
暦
記
念
史
学
論
叢』

立
教
大
学
史
学
会
、
一
九
三
八
年)

、

一
五
七
〜
一
六
六
頁
初
出
、『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
四
七
九
〜
四
八
八

頁
再
掲
参
照
。
陶
希
聖
・
鞠
清
遠

『

唐
代
経
済
史』

、
九
八
頁
以
降
も
参
照
。

(

196)

た
と
え
ば『

入
唐
求
法
巡
礼
行
記』

八
四
五
年
六
月
二
三
日
条
、�����������

����������������
参
照
。

(

197)

日
野
前
掲

(

注
５)

｢

支
那
の
埠
と
云
う
地
名
と
そ
の
沿
革｣

、
池
田
前
掲

(

注
５)

の
研
究
参
照
。

(

198)

非
常
に
詳
細
な
議
論
で
あ
る
、
周
藤
前
掲

(

注
５)
｢

宋
代
の
郷
村
に
於
け

る
店
・
市
・
歩
の
発
展｣

、
七
八
四
〜
八
六
六
頁
参
照
。

(

199)

さ
ら
に
後
の
信
用
貸
し
付
け
販
売
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
加
藤
繁

｢

宋
代

の
商
習
慣

『�』
に
就
い
て｣

(『

東
洋
文
化
研
究』
第
一
号
、
一
九
四
四
年)

、

四
九
〜
六
〇
頁
初
出
、『

支
那
経
済
史
考
証』

下
巻
、
二
二
二
〜
二
三
四
頁
再

掲
参
照
。
唐
代
の
類
似
し
た
種
類
の
信
用
貸
し
付
け
取
引
は
、『

文
苑
英
華』

巻
五
三
〇

｢

貨
有
滞
於
人
用
判｣
(

作
者
不
詳)

で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(

200)
『

韓
昌
黎
集』

巻
四
〇

｢

論
変
塩
法
事
宜
状｣

参
照
。�������������������

������������������‒���
で
翻
訳
し
た
。

(

201)

た
と
え
ば
周
藤
前
掲

(

注
５)

、
七
九
〇
頁
以
降
の
店
の
一
覧
参
照
。

(

202)

同
上
、
七
八
九
頁
は
、
唐
末
の
多
く
の
店
が
戦
略
的
重
要
地
点
に
位
置
す

る
事
実
を
強
調
す
る
。
八
世
紀
末
に
、
店
の
あ
る
河
北
道
の
藩
鎮
支
配
地
域

内
で
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
県
が
設
立
さ
れ
た

(

た
と
え
ば
貝
州
永
済
県
や
、

新
設
の�
州
観
城
県
・
清
豊
県
・
永
寿
県)

。

(

203)
『

入
唐
求
法
巡
礼
行
記』

関
連
条
参
照
。
道
路
と
旅
に
関
す
る
優
れ
た
議
論

と
し
て
、�����������������������������‒���
も
参
照
。

(

204)

特
設
市
に
つ
い
て
は
斯
波
前
掲

(

注
181)

｢

宋
代
江
南
の
村
市

(������)

と
廟
市

(����)
(

下)｣

、�����������������������������������������
��‒��

(������������������������������
(����)���‒��

初
出)

参

照
。

(

205)
『

太
平
広
記』

巻
三
四
崔�
条
参
照
。

(

206)

灌
口
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
二
箇
所
あ
り
、
一
方
は
淮
河
河
口
、
も
う
一

方
は
四
川
に
あ
る
。
白
沙
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
多
く
あ
る
。
本
文
は
四
川

人

(

蜀
人)

に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
四
川
の
導
江
県

で
あ
ろ
う

(『

元
和
郡
県
図
志』

巻
三
一
彭
州
条
参
照)

。
陶
希
聖
・
鞠
清
遠

『

唐
代
経
済
史』

の
日
本
語
訳
は
、
両
方
の
識
別
を
完
全
に
誤
っ
て
い
る
。

(

207)
『

太
平
広
記』

巻
八
六
抱
龍
道
士
条
参
照
。

(

208)
『

太
平
広
記』

巻
八
三
続
生
条
参
照
。

(

209)

た
と
え
ば
斯
波
前
掲

(

注
181)

｢

宋
代
江
南
の
村
市

(������)

と
廟
市

(����)
(

下)｣

、
九
〇
頁
以
降
参
照
。

(

210)

こ
の
薬
市
に
関
し
て
は
加
藤

『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
三
七
一
頁
以

降
参
照
。
灌
口
で
の
廟
市
も
こ
う
し
た
集
ま
り
で
あ
ろ
う
。

(

211)

同
上
、
三
七
一
頁
所
引
の

『

歳
時
広
記』

巻
三
六
置
薬
市
条
参
照
。

(

212)

梓
州
は
四
川
で
は
成
都
に
匹
敵
す
る
都
市
で
、
現
四
川
省
の
東
半
分
の
行

政
的
中
心
地
で
あ
る
。『

南
部
新
書』

辛
条
に
よ
れ
ば
、
成
都
の
人
は
梓
州
を

｢

東
門
の
草
市｣

と
侮
蔑
し
た
言
い
方
で
評
し
た
。

(

213)
『

歳
時
広
記』

巻
三
六
置
薬
市
条
、
前
掲

(

注
211)

。

(

214)

鞠
清
遠

｢

唐
宋
時
代
四
川
的
蠶
市｣

(『

食
貨』

三
―
六
、
一
九
三
六
年)

、

二
八
〜
三
四
頁
、
加
藤

『

支
那
経
済
史
考
証』

上
巻
、
三
七
三
〜
三
七
四
頁

参
照
。

(
215)

注���
所
引
陳
谿
碑
参
照
。

(

216)
本
碑
文
自
体
は
残
っ
て
い
な
い
が
、『

輿
地
紀
勝』

巻
一
三
七(

訳
者
注
―
―

『

輿
地
碑
記
目』

巻
四
に
佚
文
あ
り)

に
存
在
す
る
と
の
証
言
が
あ
る
。
題
は

｢

蠶
市
記｣
で
、
成
都
華
陽
県
宝
歴
寺
に
あ
っ
た
。
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(

217)

前
掲
注
214
参
照
。

(

218)

鞠
前
掲

(

注
214)

、
二
九
〜
三
〇
頁
参
照
。

(
219)

『

続
資
治
通
鑑
長
編』

巻
七
三
・
大
中
祥
符
三
年
条
参
照
。

(

220)
同
上
。『

作
邑
自
箴』

巻
六
で
は
、
宗
教
的
後
援
下
の
市
を
社
会
的
に
有
害

と
み
な
し
、
反
対
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

(

221)

こ
の
発
展
に
つ
い
て
は
周
藤
前
掲

(

注
５)

｢

宋
代
の
郷
村
に
於
け
る
店
・

市
・
歩
の
発
展｣

、
日
野
前
掲

(

注
５)

｢

唐
宋
時
代
に
於
け
る
都
市
の
発
達

と
鎮｣

、
梅
原
前
掲

(

注
５)

参
照
。

(

222)

唐
末
に
お
け
る
交
易
税
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
鞠
清
遠

『

唐
代
財
政
史』

、

九
四
〜
一
〇
一
頁
、
青
山
定
雄

『

唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究』

、

一
二
七
〜
一
五
九
頁
参
照
。

(

223)

周
藤
前
掲

(

注
５)

｢

宋
代
の
郷
村
に
於
け
る
店
・
市
・
歩
の
発
展｣

参
照
。

(

224)�������������������������������������������
参
照
。

(

225)

た
と
え
ば
七
五
一
年
の
陝
州
で
、
南
方
か
ら
の
穀
物
船
団
が
悲
惨
な
火
事

で
破
壊
さ
れ
た
と
き
、
ほ
か
に
公
船
二
五
一
隻
と
商
船

(

私
的
な
商
船)

一

〇
〇
隻
以
上
が
燃
え
た

(『

旧
唐
書』

巻
三
七
・
五
行
志)

。
七
六
三
年
に
は

揚
子
江
沿
い
の
鄂
州
で
ふ
た
た
び
火
事
が
あ
り
、
三
〇
〇
〇
隻
ほ
ど
の
船
と

小
舟
が
破
壊
さ
れ
た

(『

旧
唐
書』

巻
三
七
・
五
行
志
、『
新
唐
書』

巻
三
四
・

五
行
志
一)

。

(

226)

旅
人
か
ら
の
通
行
料
徴
収
さ
え
一
般
的
承
認
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
た

と
え
ば
七
〇
二
年
に
廷
臣
ら
が
税
関
や
市
場
で
商
人
ら
に
課
税
す
る
よ
う
提

案
し
た
さ
い
、
崔
融
が
お
こ
な
っ
た
反
論
参
照
。『

唐
会
要』

巻
八
六
関
市
条
、

『

冊
府
元
亀』

巻
五
〇
四
関
市
条
。
唐
が
の
ち
に
徴
収
し
た
通
行
料
は
ほ
ぼ
す

べ
て
、
中
央
政
府
へ
の
照
会
な
し
に
地
域
・
道
の
役
人
が
勝
手
に
徴
収
し
た

も
の
で
あ
る
。

参
照
史
料
の
版
本
と
省
略
に
つ
い
て
は
、������������������������������
��������‒���

参
照
。
脚
注
で
言
及
し
て
い
る
全
筆
記
作
品
は
、『

中
国
文
学

参
考
資
料
叢
書』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
〜
一
九
六
〇
年)

版
か
ら

引
用
し
た
。

(

デ
ニ
ス
・
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト��������������������������)(

柿
沼
陽
平�
本
学
教
授)

(

鮫
島
玄
樹�
本
学
修
士
課
程
在
籍)

― 82 ―



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




